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1. 研究成果 



 

1.1 樹木の管理と更新に関する研究 
 

1) ３次元樹木モデルの整備に関する基礎的研究 
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2) カーボンニュートラルに寄与する道路緑化マネジメントに関する研究 

    【道路調査費】 ........................................................................................................ 7 

3) 街路樹の円滑で計画的な更新手法に関する研究  

    【道路調査費】 ........................................................................................................ 9 
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3次元樹木モデルの整備に関する基礎的研究 
Research on the development of 3D tree models 

（研究期間 令和 5年度～令和 6年度） 

社会資本マネジメント研究センター 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Head IIZUKA Yasuo 
Infrastructure Management 研 究 官 金 甫炫 
緑化生態研究室                                Researcher KIM Bohyun 
Landscape and Ecology Division 

  
The purpose of this research is to understand the utilization status and creation methods of 3D tree models that 

can be used for tree planning, design, construction, and maintenance management. 
 

［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では平成 28年を「生産性革命元年」と位

置づけ、生産性の向上に取り組んでおり、測量・調査か

ら設計、施工、維持管理までの各段階における ICT 等

の活用や規格の標準化等を進めている。特に、ICT活用

の一環として、BIM/CIM を進めており、2023 年までに

小規模工事を除く全ての直轄土木工事・業務に BIM/CIM

を原則適用とした。BIM/CIMの推進においては、情報や

規格の標準化等の課題があり、国土交通省では、

BIM/CIM活用ガイドライン（案）等の資料を作成してい

る。国土技術政策総合研究所では、DXデータセンター

の構築をはじめ、測量手法やモデル作成手法等に関す

る研究を進めており、モデル作成に活用可能な一部樹

種の樹木形状データを収集・整理している。 

本研究は、樹木の計画や設計、施工、維持管理に使用

可能な３次元樹木モデルの活用状況と作成手法を把握

することを目的に実施している。今年度は、点群測量

結果を用いて３次元樹木モデルを作成する簡便な手法

をとりまとめた。 

 

［研究内容］ 

 ３次元樹木モデルを作成する手法を検討するため、

以下の内容を実施した。 

 

1.樹木を対象とした３次元点群測量の試行 

過年度の調査結果では、架空の３次元樹木モデルの

作成手法の研究は複数確認できたが、実際の樹木をベ

ースとした作成手法はほとんどみられなかった。 

公園等における樹木の植栽計画や管理計画に３次元

樹木モデルを使用する際には、植栽する樹種や管理す

る樹種をベースに作成することが望ましいため、公園

の樹木（単木）を対象に３次元点群測量を試行した。 
 

2.点群データを用いた 3次元樹木モデル作成の試行 

上記１．の点群データを用いて 3 次元樹木モデルの

作成を試行した。 

樹木は不規則な形をしており枝葉の形が多様である

ため詳細な表現をするとモデルの容量が重くなる傾向

がある。そのため、本研究では、より簡便で軽いモデル

の作成ができる手法として、ソフトウェアに多くを依

存する「自動処理手法」と簡単な手作業を加える「半自

動処理手法」を試行し両手法について比較を行った。 

［研究成果］ 

1.樹木を対象とした３次元点群測量の試行 

樹木の３次元点群測量は、一定の離隔距離をもって

樹木を回る必要があるため、植栽が密集していない都

市公園を対象に実施した。 

測量機器は、公園緑地の利用者への影響が少ない小

型で、簡便に測量が可能なもののうち、枝葉や花の色

情報を点群に付けることができるものとし、ウェアラ

ブル型レーザースキャナーVLX（NavVis社）を使用した

（写真-1）。 

 

 
 

 

 

 

※VLX機器の仕様 
・重量(バッテリー装着時)：9.3kg 
・寸法：108.5×33×45(cm) 
・LiDAR レーザスキャナ：2台 
・カメラ：4台（4方向） 
・センサー： IMU（加速度センサ
ー、磁気センサー） 
 
※測量データの仕様 
・色情報：あり 
・点密度：16000点/㎡ 
・ファイル形式：LAS 

写真-1 測量の様子 

図-1 測量結果の例（点群データ） 
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2.点群データを用いた 3次元樹木モデル作成の試行 

上記１から得られた点群データを葉点群と幹点群に

分離した上で、点群からの自動メッシュ生成機能が優

れた WingEarth（アイサンテクノロジー）を使用する

「自動処理手法」と点群から断面線を抽出しやすい

Civil3D（Autodesk）を使用する「半自動処理手法」を

用いて 3次元樹木モデル作成を試行した。 

両手法の作業手順は表-1 のとおりであり、樹高 10m

程度のモミジバフウの場合、自動処理手法では、点群

を結合する最小辺長を 1cmから 10㎝程度に設定するこ

とで樹冠の詳細な形状が表現できた（図-2）。半自動処

理手法では、樹冠の水平断面を作成し繋げる手法とし 

断面間隔 20～30cm で概ねの樹冠形状が確認できるモ

デルが作成できた（図-3）。 

自動処理手法は詳細なモデルの作成が可能であった

がデータ容量が重く、メッシュの数が多いため Civil3D

等の設計ソフトウェアに取り入れる場合、動作が重く

なる傾向が確認できた。そのため、多くの樹木を取り

入れる必要がある計画の場合は、半自動処理手法でモ

デルを作成することが有効であると考えられる。また、

最小辺長や断面間隔等のパラメーターは、樹木の大き

さや点群データの密度等に応じて適宜設定する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の活用］ 

本研究は、樹木の計画や設計等に３次元樹木モデル

作成手法を検討した。 

今後は、BIM/CIM等公園緑地の計画等に樹木モデルを

導入する際に活用しやすいモデルの形や必要なモデル

の精度（詳細度）についてさらに検討を行い３次元樹

木モデルの作成手法をとりまとめる。 

 

表-1 3次元樹木モデルの作成手法 

 ①自動処理手法の手順 ②半自動処理手法の手順 

Step1 樹冠及び幹枝の分離処理を行った点群データを取り込む 

Step2 3Dメッシュ機能を実行し、

メッシュ化範囲を選択 

断面間隔を設定し点群デー

タから断面線を抽出 

Step3 最小辺長を入力し、メッシ

ュ作成を実行 

各断面線を閉じたポリライ

ンに編集・調整 

Step4 自動的にメッ

シュが生成さ

れる 

断面間を接続し

た形状を自動作

成 

Step5 メッシュが生成されず、穴

が空いたような形状になっ

た場合、補填処理を行う 

点群データをガイドとして

ポリラインを作成して、円柱

モデル化 

Step6 モデルの書き出し 

 最小辺長   1cm 
樹冠データ容量 54,692KB 
メッシュ数   1,019,218 

5cm 
5,593KB 
93,805 

10cm 
1,515KB 
24,750 

30cm 
102KB 
1,493 

モ
ミ
ジ
バ
フ
ウ 
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断面間隔     10cm 
樹冠データ容量 3,552KB 

20cm 
1,237KB 

30cm 
1,068KB 

100cm 
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 図-3 半自動処理のパラメータ（断面間隔）設定による樹木モデルの違い 

図-2 自動処理のパラメータ（最小辺長）設定による樹木モデルの違い 

 
 

カーボンニュートラルに寄与する 

道路緑化マネジメントに関する研究 
Study on road greening management contributing to carbon neutrality. 

（研究期間 令和６年度～令和７年度） 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Infrastructure Management  Head IIZUKA Yasuo 
Landscape and Ecology Division 交流研究員 森岡 千恵 

 Guest Research Engineer MORIOKA Chie 
 
The purpose of this study is to establish road greening methods that contribute to carbon neutrality. This year, the 

author organized basic information on road planting trees through literature and case studies, collected and analyzed 
methods for preparing planting bases suitable for the shapes and growth characteristics of trees, and organized 
case studies on effective utilization methods for plant-derived materials. 

 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、道路緑化において求められる緑化機能や

植栽環境に適合する樹種の選定方法と植栽樹種に適し

た植栽空間や植栽配置の設計方法について検討を行う

とともに、樹木の良好な生育期間を長期化するための

維持管理方法と剪定や更新等で伐採された植物発生材

の有効活用について検討することで、カーボンニュー

トラルに寄与する道路緑化手法をとりまとめることを

目的としている。 

令和 6 年度は、道路緑化に活用可能な樹種の基本情

報と、植栽や維持管理上の留意点について、既存文献

や樹木生産者のヒアリング等により整理した。樹木の

形状や成長特性に適合した植栽基盤の整備方法につい

て、文献や海外の事例等をもとに整理した。植物発生

材の有効活用に関する国内の事例調査を行い、活用方

策・事業化の要点や効果・課題について整理した。 

 

［研究内容］ 

(1)道路緑化に活用可能な樹種の把握 

道路緑化に活用される樹種を対象として樹種ごとの

樹木形状、成長特性、樹種特性に関する図鑑や街路樹

植栽の指針、論文等の情報を収集・整理し、一覧表と

して整理した。上記に加え、近年に品種改良されてい

る高木についても、樹木生産者へのヒアリング等によ

り成長特性を把握して整理対象とした。これらの樹種

については、樹種ごとに特徴の解説や樹木写真、道路

空間における活用方法を加え「道路緑化木の活用ガイ

ドシート」としてとりまとめた。 

(2) 樹木の成長特性に適合した植栽基盤の検討 

道路空間内の植栽地において、植栽する樹木の樹高

区分（樹高 15m 以上、10～15m、5～10m の 3 段階）に

適合した植栽基盤の整備方法（深さ・容量）につい

て、街路樹の健全育成に配慮した海外での整備事例よ

り得られた植栽基盤の深さと容量を整理した。 

(3)植物発生材の有効活用に関する事例調査 

街路樹等から発生する剪定枝や伐採木等の有効活用

を行った事例について、道路管理者や事業者へのヒア

リングにより、有効活用の具体的な内容や事業化の要

点、効果や課題等をとりまとめた。 

 

［研究成果］ 

(1)道路緑化に活用可能な樹種の把握 

 対象樹種は、国総研資料「わが国の街路樹Ⅸ」に掲

載されている 208 樹種（高木 102 樹種、中木 31 樹

種、低木 58 樹種、つる植物７種、地被類 8 種、笹竹

類 2 種）とした。さらに、品種改良樹種として、近年

利用されている樹種や将来的な利用が想定される樹種

を 33 樹種追加した。これらの樹種について、文献等

から表-1 に示すような基本情報を収集・整理した。 

次に、対象樹種の道路空間における大きさや道路空

間との適合性、緑化機能や成長に伴い懸念される交通

への支障等について、既往研究等より得られた対象木

の基本情報や評価基準をもとに設定した。 

これらを「道路緑化木の活用ガイドシート」（図-

1）としてとりまとめた。 

表-1 樹種特性の整理項目および整理方法一覧 

区分 整理項目 整理方法 

樹木

形状 

樹木形状

タイプ 

円錐形・卵円形・球形・盃形・枝垂

形・ヤシ形 

成長

特性 

樹高(m)、枝張り(m)、胸高周(cm)、根元周(cm) 

樹種

特性 

花・実・

葉・幹 

鑑賞対象となりえる開花・結実・紅葉

の時期や特徴的な色・形状、樹皮の剥

離等 

特性 樹木特性（枝の密度や性状、幹の性

状、つる植物の伸長特性、生育に適す

る気候や土壌 pH 等 

根 根系型 

腐朽・落枝のしやすさ 

アレルゲン物質 

農作物に影響を及ぼす病原菌等 

環境耐性 

気候区分(自然分布) 

気候区分(植栽可能地域) 

外来種 配慮の必要性の有無 

病虫

害 

病虫害の

種類 

枯死等に至る強い病害虫等が発生する

樹種 
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2.点群データを用いた 3次元樹木モデル作成の試行 

上記１から得られた点群データを葉点群と幹点群に

分離した上で、点群からの自動メッシュ生成機能が優

れた WingEarth（アイサンテクノロジー）を使用する

「自動処理手法」と点群から断面線を抽出しやすい

Civil3D（Autodesk）を使用する「半自動処理手法」を

用いて 3次元樹木モデル作成を試行した。 

両手法の作業手順は表-1 のとおりであり、樹高 10m

程度のモミジバフウの場合、自動処理手法では、点群

を結合する最小辺長を 1cmから 10㎝程度に設定するこ

とで樹冠の詳細な形状が表現できた（図-2）。半自動処

理手法では、樹冠の水平断面を作成し繋げる手法とし 

断面間隔 20～30cm で概ねの樹冠形状が確認できるモ

デルが作成できた（図-3）。 

自動処理手法は詳細なモデルの作成が可能であった

がデータ容量が重く、メッシュの数が多いため Civil3D

等の設計ソフトウェアに取り入れる場合、動作が重く

なる傾向が確認できた。そのため、多くの樹木を取り

入れる必要がある計画の場合は、半自動処理手法でモ

デルを作成することが有効であると考えられる。また、

最小辺長や断面間隔等のパラメーターは、樹木の大き

さや点群データの密度等に応じて適宜設定する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の活用］ 

本研究は、樹木の計画や設計等に３次元樹木モデル

作成手法を検討した。 

今後は、BIM/CIM等公園緑地の計画等に樹木モデルを

導入する際に活用しやすいモデルの形や必要なモデル

の精度（詳細度）についてさらに検討を行い３次元樹

木モデルの作成手法をとりまとめる。 

 

表-1 3次元樹木モデルの作成手法 

 ①自動処理手法の手順 ②半自動処理手法の手順 

Step1 樹冠及び幹枝の分離処理を行った点群データを取り込む 

Step2 3Dメッシュ機能を実行し、

メッシュ化範囲を選択 

断面間隔を設定し点群デー

タから断面線を抽出 

Step3 最小辺長を入力し、メッシ

ュ作成を実行 

各断面線を閉じたポリライ

ンに編集・調整 

Step4 自動的にメッ

シュが生成さ

れる 

断面間を接続し

た形状を自動作

成 

Step5 メッシュが生成されず、穴

が空いたような形状になっ

た場合、補填処理を行う 

点群データをガイドとして

ポリラインを作成して、円柱

モデル化 

Step6 モデルの書き出し 

 最小辺長   1cm 
樹冠データ容量 54,692KB 
メッシュ数   1,019,218 

5cm 
5,593KB 
93,805 

10cm 
1,515KB 
24,750 

30cm 
102KB 
1,493 

モ
ミ
ジ
バ
フ
ウ 

    

葉
の
詳
細 

   
 

 

断面間隔     10cm 
樹冠データ容量 3,552KB 

20cm 
1,237KB 

30cm 
1,068KB 

100cm 
958KB 

モ
ミ
ジ
バ
フ
ウ 

    
 図-3 半自動処理のパラメータ（断面間隔）設定による樹木モデルの違い 

図-2 自動処理のパラメータ（最小辺長）設定による樹木モデルの違い 

 
 

カーボンニュートラルに寄与する 

道路緑化マネジメントに関する研究 
Study on road greening management contributing to carbon neutrality. 

（研究期間 令和６年度～令和７年度） 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Infrastructure Management  Head IIZUKA Yasuo 
Landscape and Ecology Division 交流研究員 森岡 千恵 

 Guest Research Engineer MORIOKA Chie 
 
The purpose of this study is to establish road greening methods that contribute to carbon neutrality. This year, the 

author organized basic information on road planting trees through literature and case studies, collected and analyzed 
methods for preparing planting bases suitable for the shapes and growth characteristics of trees, and organized 
case studies on effective utilization methods for plant-derived materials. 

 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、道路緑化において求められる緑化機能や

植栽環境に適合する樹種の選定方法と植栽樹種に適し

た植栽空間や植栽配置の設計方法について検討を行う

とともに、樹木の良好な生育期間を長期化するための

維持管理方法と剪定や更新等で伐採された植物発生材

の有効活用について検討することで、カーボンニュー

トラルに寄与する道路緑化手法をとりまとめることを

目的としている。 

令和 6 年度は、道路緑化に活用可能な樹種の基本情

報と、植栽や維持管理上の留意点について、既存文献

や樹木生産者のヒアリング等により整理した。樹木の

形状や成長特性に適合した植栽基盤の整備方法につい

て、文献や海外の事例等をもとに整理した。植物発生

材の有効活用に関する国内の事例調査を行い、活用方

策・事業化の要点や効果・課題について整理した。 

 

［研究内容］ 

(1)道路緑化に活用可能な樹種の把握 

道路緑化に活用される樹種を対象として樹種ごとの

樹木形状、成長特性、樹種特性に関する図鑑や街路樹

植栽の指針、論文等の情報を収集・整理し、一覧表と

して整理した。上記に加え、近年に品種改良されてい

る高木についても、樹木生産者へのヒアリング等によ

り成長特性を把握して整理対象とした。これらの樹種

については、樹種ごとに特徴の解説や樹木写真、道路

空間における活用方法を加え「道路緑化木の活用ガイ

ドシート」としてとりまとめた。 

(2) 樹木の成長特性に適合した植栽基盤の検討 

道路空間内の植栽地において、植栽する樹木の樹高

区分（樹高 15m 以上、10～15m、5～10m の 3 段階）に

適合した植栽基盤の整備方法（深さ・容量）につい

て、街路樹の健全育成に配慮した海外での整備事例よ

り得られた植栽基盤の深さと容量を整理した。 

(3)植物発生材の有効活用に関する事例調査 

街路樹等から発生する剪定枝や伐採木等の有効活用

を行った事例について、道路管理者や事業者へのヒア

リングにより、有効活用の具体的な内容や事業化の要

点、効果や課題等をとりまとめた。 

 

［研究成果］ 

(1)道路緑化に活用可能な樹種の把握 

 対象樹種は、国総研資料「わが国の街路樹Ⅸ」に掲

載されている 208 樹種（高木 102 樹種、中木 31 樹

種、低木 58 樹種、つる植物７種、地被類 8 種、笹竹

類 2 種）とした。さらに、品種改良樹種として、近年

利用されている樹種や将来的な利用が想定される樹種

を 33 樹種追加した。これらの樹種について、文献等

から表-1 に示すような基本情報を収集・整理した。 

次に、対象樹種の道路空間における大きさや道路空

間との適合性、緑化機能や成長に伴い懸念される交通

への支障等について、既往研究等より得られた対象木

の基本情報や評価基準をもとに設定した。 

これらを「道路緑化木の活用ガイドシート」（図-

1）としてとりまとめた。 

表-1 樹種特性の整理項目および整理方法一覧 

区分 整理項目 整理方法 

樹木

形状 

樹木形状

タイプ 

円錐形・卵円形・球形・盃形・枝垂

形・ヤシ形 

成長

特性 

樹高(m)、枝張り(m)、胸高周(cm)、根元周(cm) 

樹種

特性 

花・実・

葉・幹 

鑑賞対象となりえる開花・結実・紅葉

の時期や特徴的な色・形状、樹皮の剥

離等 

特性 樹木特性（枝の密度や性状、幹の性

状、つる植物の伸長特性、生育に適す

る気候や土壌 pH 等 

根 根系型 

腐朽・落枝のしやすさ 

アレルゲン物質 

農作物に影響を及ぼす病原菌等 

環境耐性 

気候区分(自然分布) 

気候区分(植栽可能地域) 

外来種 配慮の必要性の有無 

病虫

害 

病虫害の

種類 

枯死等に至る強い病害虫等が発生する

樹種 

－7－



 

 

図-1 道路緑化木の活用ガイドシート（例：イチョウ） 

 

表-2 海外事例における植栽基盤の深さ及び容量の記述 

文献名,発行年 深さ 
(cm) 

容量（㎥） 
樹高 

15m 以上 
樹高 

10～15m 
樹高 

5～10m 
Green Infrastructure 
Design Standards（ｱﾒﾘ
ｶ・ﾜｼﾝﾄﾝ DC, 2014) 

111100  4422  2288  約約 1177  

STREET DESIGN MANUAL 
CITY OF DALLAS（ｱﾒﾘｶ・

ﾀﾞﾗｽ,2019） 
9900  2255..55  1100..22  22..77  

Design and Construction 
Landscaping（ｶﾅﾀﾞ・ｴﾄﾞ
ﾓﾝﾄﾝ, 2017） 

― ― 1177  1111  

Strassenbaumkonzept 
Leipzig 2030（ﾄﾞｲﾂ・ﾗｲ
ﾌﾟﾂｲﾋ, 2019） 

6600  1166  

Street Tree Management 
in Barcelona（ｽﾍﾟｲﾝ・ﾊﾞ
ﾙｾﾛﾅ, 2011） 

110000  約約 11..55  約約 11  約約 11  

STANDARD DESIGNS AND 
GUIDELINES FOR GREEN 
INFRASTRUCTURE 
PRACTICES（ｱﾒﾘｶ・ﾆｭｰﾖ
ｰｸ, 2022） 

112200  ― ― ― 

Plant beds in Stockholm 
city（ｽｳｴｰﾃﾞﾝ・ｽﾄｯｸﾎﾙ
ﾑ, 2017） 

―  1155  

Trees and Sidewalks 
Operations Plan（ｱﾒﾘ
ｶ・ｼｱﾄﾙ, 2015） 

―  4422..55  2288..33  1177..00  

Street Tree Planting 
Design Manual（ｵｰｽﾄﾗ
ﾘｱ・ﾕｰｻｳｽｳｴｰﾙｽﾞ州, 
2021） 

6600～～  
110000  

((中中央央値値 8800))  

― ― ― 

UP BY ROOT：Healthy Soils 
and Trees in the Built 
Environmen（ISA, 2008） 

9900  3344..00  2222..66  1111..33  

事事例例のの平平均均  9966  2266..88  1177..33  1111..44  

(2)樹木の成長特性に適合した植栽基盤の検討 

海外事例に示される必要な植栽基盤深さは、樹高の

区別を設けずに平均で 96cmであった。植栽基盤容量

は平均で、樹高 15m 以上で 26.8m3、樹高 10～15m で

17.3m3、樹高 5～10m で 11.4m3の値を得た（表-2）。 

(3) 植物発生材の有効活用に関する事例調査 

国内の 10 事例より得られた植物発生材の有効活用

例としては、｢木工製品｣、｢燃料｣、｢土壌改良材｣、

｢マルチング材｣、｢木材の配布・売却｣がみられた。こ

れらの製造手順、事業化の要点、効果、課題を事業段

階（試行・運用・単発）と合わせて、表-3 に示すよ

うにとりまとめた。 

 

表-3 植物発生材の有効活用事例 

木木工工製製品品  （（試試行行段段階階））  

事例概要 
伐採した街路樹を家具メーカ
が家具や木工製品に加工する 

製造手順 伐採→乾燥→製材→製品化→販売 

事業化の要点 
家具メーカーとの連携、製品 
の強度試験 

効  果 
廃棄物削減、アップサイクル 
の推進 

課  題 市場販路の拡大、製品の安定供給 
燃燃料料  （（運運用用段段階階））  

事例概要 
剪定枝をチップ化し、バイオマス発電の燃料と
して利用する 

製造手順 剪定→チップ化→発電所へ搬入→燃焼→発電 
事業化の要点 発生材の安定供給、発電・チップ化施設の確保 
効  果 CO2削減、再生可能エネルギーの利用 
課  題 季節変動による供給の不安定さ、品質の安定化 
土土壌壌改改良良材材  （（運運用用段段階階））  

事例概要 
剪定枝をチップ化したうえで発 
酵させ、堆肥や土壌改良材とし 
て利用する 

製造手順 
剪定→チップ化→発酵→堆肥化 
→販売 

事業化の要点 販路の拡大、品質管理 

効  果 
化学肥料の削減、環境に優しい 
農業の推進 

課  題 季節変動による供給の不安定さ、堆肥の需要減少 
ママルルチチンンググ材材  （（運運用用段段階階））  

事例概要 
剪定枝をチップ化し、マル 
チング材として利用する 

製造手順 剪定→チップ化→販売 
事業化の要点 発生材の安定供給、品質管理 

効  果 
雑草抑制、土壌保護等環境保 
全への貢献 

課  題 供給と需要のバランス調整、品質の安定化 
木木材材のの配配布布・・売売却却  （（単単発発））  

事例概要 
伐採した街路樹を有償または 
無償で配布 

製造手順 
伐採→広報→申し込み→配布 
・売却 

事業化の要点 
廃棄物として扱わないための 
法的整理 

効  果 処分費の削減、市民の薪購入負担の軽減 
課  題 配布条件の明確化、広報の徹底 

 

［成果の活用］ 

本結果は、今後とりまとめ予定の道路緑化マネジメ

ント手法に関する技術資料に活用する。 

 
 

街路樹の円滑で計画的な更新手法に関する研究 
Study on smooth and systematic renewal method of street trees. 

（研究期間 令和５年度～令和６年度） 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Infrastructure Management  Head IIZUKA Yasuo 
Landscape and Ecology Division 交流研究員 森岡 千恵 

 Guest Research Engineer MORIOKA Chie 
  

In this study, the effects of street tree renewal were assessed through follow-up surveys, and the approximate 
renewal periods for each tree species were identified. Policies, plans, and specific examples established by road 
administrators were collected and organized, and key points for implementation were derived. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路緑化においては、街路樹の経年的な成長により

大径木化や過密化することで見通し阻害や根上り等の

道路交通に支障となる問題が発生している。この対策

としては枝葉の剪定や除伐等が行われているものの、

今後さらに成長する街路樹において緑化機能を維持し

つつ維持管理費用の適正化を図るためには計画的な更

新も重要となっている。また、更新時に伐採に反対す

る住民等との調整が進まない事例も発生しており、こ

の対応策も必要となっている。 

本研究は、街路樹を計画的に更新する手法について

国内外の実施事例などを調査することで適切な技術手

法を導き出すとともに、合意形成における配慮事項を

あわせてとりまとめることとしている。 

 

［研究内容］ 

現状の道路空間に植栽されている街路樹における更

新時期の目安を把握するため、街路樹の伐採実態調査

として、伐採本数の多い 2 樹種を対象とし、路線全体

植栽数における伐採数・伐採割合を分析した。また、

過去に更新された街路樹の改善効果を確認するため、

国内 20 路線における更新事例の追跡調査を行い、課

題の解消状況、維持管理の変化、樹種変更による影響

等について、現地および管理者へのヒアリングにより

把握した。 

道路管理者が作成した街路樹の更新計画や維持管理

計画を整理・分析し、街路樹更新において検討すべき

項目ごとに要点をとりまとめた。 

 

［研究成果］ 

(1)街路樹の伐採実態に関する調査 

 街路樹の更新時期の目安の把握を目的とし、現状の

道路空間における植栽条件のもとで街路樹が樹勢衰退

や枯死、倒木危険等の理由により伐採された際の樹木

形状を街路樹点検結果から整理したうえで、全植栽木

における出現度数を分析した。分析対象は、東京国道

事務所より提供された街路樹点検結果 7,892 本のう

ち、伐採対象とされた 130本の中で、伐採本数が多い

プラタナス（54 本）とハナミズキ（26 本）を選定し

た。 

プラタナスの幹周り毎の植栽本数と伐採本数の関係

より、形状階層は幹周り 70～80cm を最頻値とする左

右均等型の形態を示した。このうち伐採本数が増加す

る幹周り 70cm 以上から植栽本数が減少し始める幹周

り 100cm 迄が更新時期の目安と考えられた（図-1）。 

ハナミズキの幹周り毎の植栽本数と伐採本数の関係

より、形状階層は幹周り 30～45cm を最頻値帯とする

台形型の形態を示した。このうち、伐採本数が増加す

る幹周り 20cm 以上から植栽本数が減少する幹周り

50cm 迄が更新時期の目安と考えられた（図-2）。 

 
 図-1 プラタナスの幹周りごとの植栽本数と伐採本数との関係 

 

図-2 ハナミズキの幹周りごとの植栽本数と伐採本数との関係 

(2)更新を行った街路樹のモニタリング調査 

事例調査は、街路樹更新を過去に実施した国内の

20 事例を対象とした。以下に整理結果を示す。 

①更新の契機となった課題の解消状況 

更新の契機となった全ての課題は多くの事例で概ね

解消され、樹木の良好な生育が確認できた。ただし、

サクラ類等の成長の早い樹種では更新後 10 年以上経

過すると、新たに根上り等の課題が発生した事例もみ

られた。鳥害については対策が難しく、引き続き課題

を抱えている事例が多い。（3 事例）。 

②維持管理の変化 

 維持管理面では、植栽木を小型の樹種に変更した事

例では、維持管理作業の負担が減り、費用も削減でき

ていた（3 事例）。維持管理を地元と協力している事

更更新新時時期期のの目目安安  
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図-1 道路緑化木の活用ガイドシート（例：イチョウ） 

 

表-2 海外事例における植栽基盤の深さ及び容量の記述 

文献名,発行年 深さ 
(cm) 

容量（㎥） 
樹高 

15m 以上 
樹高 

10～15m 
樹高 

5～10m 
Green Infrastructure 
Design Standards（ｱﾒﾘ
ｶ・ﾜｼﾝﾄﾝ DC, 2014) 

111100  4422  2288  約約 1177  

STREET DESIGN MANUAL 
CITY OF DALLAS（ｱﾒﾘｶ・

ﾀﾞﾗｽ,2019） 
9900  2255..55  1100..22  22..77  

Design and Construction 
Landscaping（ｶﾅﾀﾞ・ｴﾄﾞ
ﾓﾝﾄﾝ, 2017） 

― ― 1177  1111  

Strassenbaumkonzept 
Leipzig 2030（ﾄﾞｲﾂ・ﾗｲ
ﾌﾟﾂｲﾋ, 2019） 

6600  1166  

Street Tree Management 
in Barcelona（ｽﾍﾟｲﾝ・ﾊﾞ
ﾙｾﾛﾅ, 2011） 

110000  約約 11..55  約約 11  約約 11  

STANDARD DESIGNS AND 
GUIDELINES FOR GREEN 
INFRASTRUCTURE 
PRACTICES（ｱﾒﾘｶ・ﾆｭｰﾖ
ｰｸ, 2022） 

112200  ― ― ― 

Plant beds in Stockholm 
city（ｽｳｴｰﾃﾞﾝ・ｽﾄｯｸﾎﾙ
ﾑ, 2017） 

―  1155  

Trees and Sidewalks 
Operations Plan（ｱﾒﾘ
ｶ・ｼｱﾄﾙ, 2015） 

―  4422..55  2288..33  1177..00  

Street Tree Planting 
Design Manual（ｵｰｽﾄﾗ
ﾘｱ・ﾕｰｻｳｽｳｴｰﾙｽﾞ州, 
2021） 

6600～～  
110000  

((中中央央値値 8800))  

― ― ― 

UP BY ROOT：Healthy Soils 
and Trees in the Built 
Environmen（ISA, 2008） 

9900  3344..00  2222..66  1111..33  

事事例例のの平平均均  9966  2266..88  1177..33  1111..44  

(2)樹木の成長特性に適合した植栽基盤の検討 

海外事例に示される必要な植栽基盤深さは、樹高の

区別を設けずに平均で 96cmであった。植栽基盤容量

は平均で、樹高 15m 以上で 26.8m3、樹高 10～15m で

17.3m3、樹高 5～10m で 11.4m3の値を得た（表-2）。 

(3) 植物発生材の有効活用に関する事例調査 

国内の 10 事例より得られた植物発生材の有効活用

例としては、｢木工製品｣、｢燃料｣、｢土壌改良材｣、

｢マルチング材｣、｢木材の配布・売却｣がみられた。こ

れらの製造手順、事業化の要点、効果、課題を事業段

階（試行・運用・単発）と合わせて、表-3 に示すよ

うにとりまとめた。 

 

表-3 植物発生材の有効活用事例 

木木工工製製品品  （（試試行行段段階階））  

事例概要 
伐採した街路樹を家具メーカ
が家具や木工製品に加工する 

製造手順 伐採→乾燥→製材→製品化→販売 

事業化の要点 
家具メーカーとの連携、製品 
の強度試験 

効  果 
廃棄物削減、アップサイクル 
の推進 

課  題 市場販路の拡大、製品の安定供給 
燃燃料料  （（運運用用段段階階））  

事例概要 
剪定枝をチップ化し、バイオマス発電の燃料と
して利用する 

製造手順 剪定→チップ化→発電所へ搬入→燃焼→発電 
事業化の要点 発生材の安定供給、発電・チップ化施設の確保 
効  果 CO2削減、再生可能エネルギーの利用 
課  題 季節変動による供給の不安定さ、品質の安定化 
土土壌壌改改良良材材  （（運運用用段段階階））  

事例概要 
剪定枝をチップ化したうえで発 
酵させ、堆肥や土壌改良材とし 
て利用する 

製造手順 
剪定→チップ化→発酵→堆肥化 
→販売 

事業化の要点 販路の拡大、品質管理 

効  果 
化学肥料の削減、環境に優しい 
農業の推進 

課  題 季節変動による供給の不安定さ、堆肥の需要減少 
ママルルチチンンググ材材  （（運運用用段段階階））  

事例概要 
剪定枝をチップ化し、マル 
チング材として利用する 

製造手順 剪定→チップ化→販売 
事業化の要点 発生材の安定供給、品質管理 

効  果 
雑草抑制、土壌保護等環境保 
全への貢献 

課  題 供給と需要のバランス調整、品質の安定化 
木木材材のの配配布布・・売売却却  （（単単発発））  

事例概要 
伐採した街路樹を有償または 
無償で配布 

製造手順 
伐採→広報→申し込み→配布 
・売却 

事業化の要点 
廃棄物として扱わないための 
法的整理 

効  果 処分費の削減、市民の薪購入負担の軽減 
課  題 配布条件の明確化、広報の徹底 

 

［成果の活用］ 

本結果は、今後とりまとめ予定の道路緑化マネジメ

ント手法に関する技術資料に活用する。 

 
 

街路樹の円滑で計画的な更新手法に関する研究 
Study on smooth and systematic renewal method of street trees. 

（研究期間 令和５年度～令和６年度） 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Infrastructure Management  Head IIZUKA Yasuo 
Landscape and Ecology Division 交流研究員 森岡 千恵 
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In this study, the effects of street tree renewal were assessed through follow-up surveys, and the approximate 
renewal periods for each tree species were identified. Policies, plans, and specific examples established by road 
administrators were collected and organized, and key points for implementation were derived. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路緑化においては、街路樹の経年的な成長により

大径木化や過密化することで見通し阻害や根上り等の

道路交通に支障となる問題が発生している。この対策

としては枝葉の剪定や除伐等が行われているものの、

今後さらに成長する街路樹において緑化機能を維持し

つつ維持管理費用の適正化を図るためには計画的な更

新も重要となっている。また、更新時に伐採に反対す

る住民等との調整が進まない事例も発生しており、こ

の対応策も必要となっている。 

本研究は、街路樹を計画的に更新する手法について

国内外の実施事例などを調査することで適切な技術手

法を導き出すとともに、合意形成における配慮事項を

あわせてとりまとめることとしている。 

 

［研究内容］ 

現状の道路空間に植栽されている街路樹における更

新時期の目安を把握するため、街路樹の伐採実態調査

として、伐採本数の多い 2 樹種を対象とし、路線全体

植栽数における伐採数・伐採割合を分析した。また、

過去に更新された街路樹の改善効果を確認するため、

国内 20 路線における更新事例の追跡調査を行い、課

題の解消状況、維持管理の変化、樹種変更による影響

等について、現地および管理者へのヒアリングにより

把握した。 

道路管理者が作成した街路樹の更新計画や維持管理

計画を整理・分析し、街路樹更新において検討すべき

項目ごとに要点をとりまとめた。 

 

［研究成果］ 

(1)街路樹の伐採実態に関する調査 

 街路樹の更新時期の目安の把握を目的とし、現状の

道路空間における植栽条件のもとで街路樹が樹勢衰退

や枯死、倒木危険等の理由により伐採された際の樹木

形状を街路樹点検結果から整理したうえで、全植栽木

における出現度数を分析した。分析対象は、東京国道

事務所より提供された街路樹点検結果 7,892 本のう

ち、伐採対象とされた 130本の中で、伐採本数が多い

プラタナス（54 本）とハナミズキ（26 本）を選定し

た。 

プラタナスの幹周り毎の植栽本数と伐採本数の関係

より、形状階層は幹周り 70～80cm を最頻値とする左

右均等型の形態を示した。このうち伐採本数が増加す

る幹周り 70cm 以上から植栽本数が減少し始める幹周

り 100cm 迄が更新時期の目安と考えられた（図-1）。 

ハナミズキの幹周り毎の植栽本数と伐採本数の関係

より、形状階層は幹周り 30～45cm を最頻値帯とする

台形型の形態を示した。このうち、伐採本数が増加す

る幹周り 20cm 以上から植栽本数が減少する幹周り

50cm 迄が更新時期の目安と考えられた（図-2）。 

 
 図-1 プラタナスの幹周りごとの植栽本数と伐採本数との関係 

 

図-2 ハナミズキの幹周りごとの植栽本数と伐採本数との関係 

(2)更新を行った街路樹のモニタリング調査 

事例調査は、街路樹更新を過去に実施した国内の

20 事例を対象とした。以下に整理結果を示す。 

①更新の契機となった課題の解消状況 

更新の契機となった全ての課題は多くの事例で概ね

解消され、樹木の良好な生育が確認できた。ただし、

サクラ類等の成長の早い樹種では更新後 10 年以上経

過すると、新たに根上り等の課題が発生した事例もみ

られた。鳥害については対策が難しく、引き続き課題

を抱えている事例が多い。（3 事例）。 

②維持管理の変化 

 維持管理面では、植栽木を小型の樹種に変更した事

例では、維持管理作業の負担が減り、費用も削減でき

ていた（3 事例）。維持管理を地元と協力している事
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例では、担い手となる住民の高齢化が進み、住民側の

管理継承が困難となる課題がみられた（2 事例）。 

③樹種変更の影響 

 維持管理作業を軽減する目的からハナミズキを導入

した事例では、生育状況の悪い個体がみられた（3 事

例）。 

(3) 街路樹の更新計画に関する要点整理 

 道路管理者が作成した街路樹の更新計画や維持管理

計画（40 文献）を主な対象として、検討すべき項目

ごとに共通的な考え方や代表的な事例、特徴的な取り

組み等を以下のように整理した。 

①更新樹種の選定 

  更新樹種の選定に際しては、当該街路樹の植栽時

と比べて、当該路線の交通状況、地下部の占用物、沿

道の土地利用や居住者の属性等が変化していることが

あるため、現状及び将来的に求められる緑化機能や維

持管理について十分な検討を行い、可能な範囲で地域

住民等の意見も含めて行う必要がある。沖縄県の事例

では、①道路規格及び周辺状況、②気候条件、③樹種

の特性、④植栽・維持管理、⑤景観・緑陰形成の 5 項

目を樹種選定の検討要素とし、選定の考え方が示され

ていた（図-3）。 

図-3 街路樹の定量的価値の解説例（沖縄県） 

出典：「街路樹植栽・維持管理ガイドライン」 p49（沖縄県 2024.3） 
②植栽配置 

 街路樹の植栽地は、安全かつ快適な交通の確保と緑

化機能の発揮を前提に配置を検討する。植栽間隔は、

対象路線・区間における街路樹の将来像を踏まえたな

かで、樹冠の広がりを考慮して設定する必要がある。 

 

図-4 植栽間隔の目安（バルセロナ） 

出典：「Street Tree Management in Barcelona」p22-21（2021.11）一部

を翻訳修正 

 

海外事例では、歩道幅員等に応じて街路灯や信号機

等の道路施設との離隔距離が示されていた。（図-4） 

③植栽基盤 

 植栽基盤は、街路樹の生育の基幹となる根系が十分

に伸長・肥大成長できるよう、植栽樹種ごとに異なる

根系の成長特性に適した広さと深さを確保する。ま

た、植栽基盤に用いる土壌は街路樹の生育に必要な物

理性と化学性を有することが求められていた。 

多くの事例では、植栽基盤の構成や必要な深さ、植

栽桝の形状等が具体的に示されていた。 

④住民との合意形成 

 地域住民等との合意形成は、街路樹の更新に対する

ステークホルダーの立場や意見を反映し、地域に根差

した街路樹としての機能を継続的に発現させるための

調整等を行うものであり、街路樹の更新を円滑に実施

していく上でも更新の各段階において積極的に実施す

ることが望ましいとされていた。 

 事例では、地域住民等が積極的に街路樹のあり方を

検討するためのワークショップ等を主催し、自治体が

それを支援する取り組みもみられた（写真-1）。ま

た、イベント等を活用して街路樹に対する市民の愛着

心を醸成する取り組みもみられた。 

  
写真-1 検討会の開催状況（三田市） 

出典：「あかしあ台リング道路街路樹のありかた検討会のご報告」 p2 
（あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 2022.5） 

⑤更新後の維持管理 

 更新の目的や道路･沿道周辺の状況、気象条件等を

勘案して、管理目標を設定し、適正な維持管理を実施

するための維持管理計画を策定するものとされてい

た。維持管理にあたっては、地域住民や企業等と十分

な調整及び合意形成を図りながら、協働による管理体

制を構築することが効果的とされていた。 

事例では、維持管理におけるボランティアの活用

や、イベントを活用して啓発活動等を実施しているも

の、スポンサーや寄付の募集、ネーミングライツを活

用して企業や市民の参画を得ているものがみられた。 

 

［成果の活用］ 

本結果は、街路樹を円滑に更新するための技術資料

としてとりまとめる予定である。 

狭い道路 
(歩道幅 3.5m未満) 

中幅道路 
(歩道幅 3.5～6m) 

広い道路 
(歩道幅 6m以上) 

・小径木 
・樹木と街灯の間
隔は 3m 

・樹木間隔は 7m 

・中木 
・樹木と街灯の間隔は

4.5m以上 
・樹木間隔は 9m以上 

・大木 
・樹木と街灯の間隔は
6.5m以上 
・樹木間隔は 13m以上 

小径木：樹冠直径 4m 未満、高さ 6m 未満 

中 木：樹冠直径 4m 以上、高さ 6m 以上 15m 未満 

高 木：樹冠直径 6m 以上、高さ 15m 以上 

7m 9m 13m 

1m 1.1m 
0.9m 1.6~2.6m 

2.5~3.5m 
2.6~5m 

3.5~6m 
>4.9m 

>6m 

 

1.2 良好な景観の形成に関する研究 

 
4) 都市における歴史的景観特性の把握手法に関する研究 

【国営公園等事業調査費】 ..................................................................................... 13 
5) まち空間と融合した河川空間利用の実現プロセスに関する研究 

【河川事業調査費】 ................................................................................................ 15 
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例では、担い手となる住民の高齢化が進み、住民側の

管理継承が困難となる課題がみられた（2 事例）。 

③樹種変更の影響 

 維持管理作業を軽減する目的からハナミズキを導入

した事例では、生育状況の悪い個体がみられた（3 事

例）。 

(3) 街路樹の更新計画に関する要点整理 

 道路管理者が作成した街路樹の更新計画や維持管理

計画（40 文献）を主な対象として、検討すべき項目

ごとに共通的な考え方や代表的な事例、特徴的な取り

組み等を以下のように整理した。 

①更新樹種の選定 

  更新樹種の選定に際しては、当該街路樹の植栽時

と比べて、当該路線の交通状況、地下部の占用物、沿

道の土地利用や居住者の属性等が変化していることが

あるため、現状及び将来的に求められる緑化機能や維

持管理について十分な検討を行い、可能な範囲で地域

住民等の意見も含めて行う必要がある。沖縄県の事例

では、①道路規格及び周辺状況、②気候条件、③樹種

の特性、④植栽・維持管理、⑤景観・緑陰形成の 5 項

目を樹種選定の検討要素とし、選定の考え方が示され

ていた（図-3）。 

図-3 街路樹の定量的価値の解説例（沖縄県） 

出典：「街路樹植栽・維持管理ガイドライン」 p49（沖縄県 2024.3） 
②植栽配置 

 街路樹の植栽地は、安全かつ快適な交通の確保と緑

化機能の発揮を前提に配置を検討する。植栽間隔は、

対象路線・区間における街路樹の将来像を踏まえたな

かで、樹冠の広がりを考慮して設定する必要がある。 

 

図-4 植栽間隔の目安（バルセロナ） 

出典：「Street Tree Management in Barcelona」p22-21（2021.11）一部

を翻訳修正 

 

海外事例では、歩道幅員等に応じて街路灯や信号機

等の道路施設との離隔距離が示されていた。（図-4） 

③植栽基盤 

 植栽基盤は、街路樹の生育の基幹となる根系が十分

に伸長・肥大成長できるよう、植栽樹種ごとに異なる

根系の成長特性に適した広さと深さを確保する。ま

た、植栽基盤に用いる土壌は街路樹の生育に必要な物

理性と化学性を有することが求められていた。 

多くの事例では、植栽基盤の構成や必要な深さ、植

栽桝の形状等が具体的に示されていた。 

④住民との合意形成 

 地域住民等との合意形成は、街路樹の更新に対する

ステークホルダーの立場や意見を反映し、地域に根差

した街路樹としての機能を継続的に発現させるための

調整等を行うものであり、街路樹の更新を円滑に実施
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 事例では、地域住民等が積極的に街路樹のあり方を
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た、イベント等を活用して街路樹に対する市民の愛着

心を醸成する取り組みもみられた。 

  
写真-1 検討会の開催状況（三田市） 

出典：「あかしあ台リング道路街路樹のありかた検討会のご報告」 p2 
（あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 2022.5） 

⑤更新後の維持管理 

 更新の目的や道路･沿道周辺の状況、気象条件等を

勘案して、管理目標を設定し、適正な維持管理を実施

するための維持管理計画を策定するものとされてい

た。維持管理にあたっては、地域住民や企業等と十分

な調整及び合意形成を図りながら、協働による管理体

制を構築することが効果的とされていた。 

事例では、維持管理におけるボランティアの活用

や、イベントを活用して啓発活動等を実施しているも

の、スポンサーや寄付の募集、ネーミングライツを活

用して企業や市民の参画を得ているものがみられた。 

 

［成果の活用］ 

本結果は、街路樹を円滑に更新するための技術資料

としてとりまとめる予定である。 

狭い道路 
(歩道幅 3.5m未満) 

中幅道路 
(歩道幅 3.5～6m) 

広い道路 
(歩道幅 6m以上) 

・小径木 
・樹木と街灯の間
隔は 3m 

・樹木間隔は 7m 

・中木 
・樹木と街灯の間隔は

4.5m以上 
・樹木間隔は 9m以上 

・大木 
・樹木と街灯の間隔は

6.5m以上 
・樹木間隔は 13m以上 

小径木：樹冠直径 4m 未満、高さ 6m 未満 

中 木：樹冠直径 4m 以上、高さ 6m 以上 15m 未満 

高 木：樹冠直径 6m 以上、高さ 15m 以上 

7m 9m 13m 

1m 1.1m 
0.9m 1.6~2.6m 

2.5~3.5m 
2.6~5m 

3.5~6m 
>4.9m 

>6m 

 

1.2 良好な景観の形成に関する研究 

 
4) 都市における歴史的景観特性の把握手法に関する研究 

【国営公園等事業調査費】 ..................................................................................... 13 
5) まち空間と融合した河川空間利用の実現プロセスに関する研究 

【河川事業調査費】 ................................................................................................ 15 
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specific cases with public cooperation and public awareness-raising necessary for community development using 
historical resources. 

 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、平成 20年施行の「地域における歴史的風

致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）」

に限らず、日本国内の文化財等を含む歴史的資源の保

全と活用への取り組みを促進する技術資料案の作成を

目指している。 

平成 16年に景観法が施行され、我が国の都市、農山

漁村等における良好な景観の形成を促進するため同法

に基づく景観計画が各景観行政団体により策定される

ようになった。一方で、前出の歴史まちづくり法は、地

域の特徴を捉えて、歴史的資源の保全と活用を促進す

る点が景観法と異なる。その他、文化財保護法の重要

伝統的建造物群保存地区制度、文化財保存活用地域計

画や日本遺産など多様な制度等が整備されている。 

他方、保全と活用の網のかけられていない歴史的資

源等も散見され、地域の特徴を示す貴重な資源の保全

と活用を進めるためには、自治体全域で有形、無形の

資源を把握し、まちづくりとともに保全と活用の方法

を周知、促進する必要がある。そのために、歴史的資源

の所在を示し、主に歴史的資源の保全と活用を担う文

化財担当部署と、自治体の都市整備を担う都市計画担

当部署、その他観光や道路等、複数の部署と話し合え

る資料を作成し、検討方法を提示する必要がある。 

本研究では、自治体全域の歴史的資源の把握を行い、

他部署との連携等を行う際の基礎資料の作成を行う手

法と、資料の用い方を示す技術資料（案）を作成した。 

［研究内容］ 

（１）歴史的景観アセスメントの手法の開発 

本研究を進めるにあたり、1990年代に英国の考古学

者が考案した手法である HLC(Historic Landscape 

Characterisation)を参照した。日本では鎌倉市等の事

例を用いて紹介されている 1)。 

同手法を元に、最新版の地図を基礎として時代を遡

りながら地図を重ね合わせ、図 1 のように色の濃い場

所を、変化のない場所として特定し、歴史的資源や歴

史的景観の所在を把握する手法を地図等の資料を用い

て試行した注 1）。その結果について、歴史的資源等の位

置が示されていることを、既存の調査や計画等から照

合した。また、歴史的資源等の保全と活用に関する制

度の運用状況も地図に重ねた。この一連の作業を、英

国に倣い日本版 HLCと呼んでいたが注 2)、資料（案）作

成に際し、作業の目的をわかりやすく示すため名称を

歴史的景観アセスメントに変更した。また、同じ作業

を、日本の自治体の特徴や法令の運用状況等から選ん

だ 20の自治体で行った。さらに、自治体の歴史的資源

を活かしたまちづくりに取り組む担当者に同成果の活

用可能性を聞き取った。その上で、同地図を、保全と活

用に活かすところまで示すため、地図の読み解き方を

示すことにした。 

（２）技術資料（案）の作成 

 自治体の調査と既存資料から、歴史的資源を具体的

に示すのではなく、歴史的景観特性を示す基礎情報と

既存の法令等の運用状況から、歴史的資源等の保全と

活用に取り組む意義や考え方を、庁内の関連部署に示

したり、関連部署の計画策定の際に参考にしたりする

活用を考えた注 3）。 

 まず、国内で入手できる地図を示し、同時に各種制

度等の手引きなどを示した。次に、地理情報システム

（以下、GIS）を用いた手法と用いない手法を並列して

示した。そして、結果として表される地図の読み解き

方の例を示した。最後に、歴史的資源の保全と活用に

必要な庁内の連携、住民への普及啓発や住民との連携

の具体事例を、調査対象とした 20の自治体において示

した。 

［研究成果］ 

（１）歴史的景観アセスメントの手法の開発 

 富田林市を例に説明する(図 1)。GISを用いて行う場

合、始めに自治体全域の土地利用の変遷を見るため、

国土数値情報ダウンロードサイトから平成 28年、昭和

5年の「土地利用細分メッシュ」を用いた。また、明治

41年のデータは、国土数値情報ダウンロードサイト土

地利用分類図(第 1 期) 「大坂東南部」「岸和田」を用

いた。更に、植生情報を加えることで、当該自治体の生
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業との関連などが見られることを想定して自然環境調

査 Web-GISから平成 12年及び 13年、昭和 48年のデー

タを使用した。次に、歴史的資源の保全と活用に関連

する法令等として整理した中から、同市で運用されて

いる法令もしくは策定されている計画の対象範囲を重

ね合わせた。富田林市においては、文化財保護法の重

要伝統的建造物群保存地区、都市計画法の市街化区域、

都市再生特別措置法の都市機能誘導区域、居住誘導区

域が該当した。最後に自治体の歴史を踏まえた結果の

解釈を考えた。なお、図 1 の地図は、色の判別を重視

し、関連する法令等は示していない。 

（２）技術資料（案）の作成 

 資料（案）は、自治体職員が歴史的資源を活かしたま

ちづくりに取り組む際に、庁内の部署間で話しあえる

資料となる地図と、歴史

まちづくり法及び関連

法令を運用する際の考

え方の参考例を示した

（図 2）。また、調査対象

とした自治体の歴史的

資源を活かしたまちづ

くりへの取り組み事例

を、庁内連携、歴史的資

源の直接の担い手であ

る住民との連携、担い手

育成を含めた普及啓発

に分類し、具体的な目的

や、地域の背景を踏まえ

た取り組み方と共に紹

介した。 

［成果の活用］ 

 歴史的資源は、地域の

特徴を示す観光資源、或

いは定住促進の魅力の

一つとしての認識が高まっている。歴史的資源の適切

な保全と活用を従来通り行いながら、多様な視点や手

法で保全と活用に取り組むための基礎資料として取り

まとめる。 
［注］1歴史学の分野では一般的な手法であるとの指摘もあるが、

都市計画や観光等他部署と土地利用の不変である箇所や歴史的
資源の所在、及び所在可能性等を共有するために必要な作業とし
て示した。2本研究では、歴史的資源と周辺の土地利用の不変性

を合わせて歴史的景観特性とし、それらを把握する手法が日本版
HLCであり、技術資料（案）作成時に日本版 HLCから歴史的景観
アセスメントに名称を変更した。3作業の結果として作成される

地図は、歴史的資源の更なる所在可能性、歴史的景観の可能性を
示すものであるが、その妥当性や個別の歴史的資源等は調査等に
よる裏づけが必要である。［参考文献］1）ランドスケープと都市

デザイン、宮脇勝、朝倉書店 2013年 

活用の一例 
地図を用いた時代から現在まで残る場所を知ることが
できるため、市の歴史と合わせて、歴史的資源（※1）の
場所を確認し、道路等の計画に活かす、現在の生活と関
連づけて地域住民への周知内容の検討、観光資源として
の活用方策等を考えられる。※1有形無形の文化財を含む城
郭や住宅、地域の特徴を表す事物としている。 

色の濃い場所が、長時間変化のない場所である。図は、全国に整備されている地図を用いているため、
1900年頃まで遡る。絵図などを用いて江戸時代以前まで遡ることで、歴史的資源のより包括的な保全・活
用が検討できる。なお、実際に地図を解釈する際は、資料調査や現地調査等に基づく裏づけが必要であり、
資料（案）においては、例を示すのみである。 

 

図 1 歴史的景観アセスメントの結果例（大阪府富田林市） 

図 2 技術資料案の構成案 

（※2）自治体の文化財担当者には既知の情報であるとの指摘も受けるが、分野の異なる担当者
に提示するために必要な整理として示した。 

1章 地図の収集と整理等（※2） 

2章 歴史的景観アセスメントの手法 

3章 歴史的資源を活かしたまちづ 

くりに向けた活用方法 

取り組むための考え方 

4章 事例から見る、歴史的資源を活かし 

たまちづくりの取り組み 

国土数値情報、Web-GIS、全国主要都市戦災 
概況図等。その他、都市構造の変遷、祭礼 

の範囲等（※2） 

地図の重ね合わせの方法と運用している施

策等の整理 

（GISを使う場合、使わない場合） 

歴史的資源の保全と活用に関連する施策 

を念頭に置いた歴史的景観アセスメント 
の読み解き方 

歴史的資源を活かしたまちづくりに 

取り組むための考え方の提示 
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［研究目的及び経緯］ 

水辺の新たな賑わいづくりのため、国土交通省では

かわまちづくりやミズベリング等、近年は様々な取り

組みが行われている。一方、水は人の生活に欠かせな

いものであり、水辺や河川等は日常生活の場であるこ

とから、河川管理と都市計画やまちづくりをともに考

えることは、既に行われているといえる。 

しかし、新たに水辺を含むまちづくりに取り組む際、

或いは既存の水辺を活用する際の要点は、ほとんど示

されていない。 

本研究においては、地域の魅力の一つとして水辺や

河川等をまちづくりの要素として改めて考え、水辺の

整備や活用に関する具体的な取り組み方や考え方を整

理することを目的とした。また、成果を資料としてま

とめ、新たな取り組みの促進や、既存事例の継続に資

することを目指した。 

 

［研究内容］ 

 本研究では、まち空間と融合した水辺空間を、地域

の自然や生活、文化と深い関わりが見られる空間、も

しくは、まち空間（都市域）と水辺空間が一体的に形成

されている空間と定義した。また、水辺空間を意識し

た空間整備が行われている場合も含めた。 

まず、既存事例において、国土交通省の進めるかわ

まちづくり、河川のオープン化事例集、その他水辺に

関連する事業を水の郷百選、文化的景観等から 233

収集し、事業の目的と水辺の利用状況を整理した。そ

の中から、まち空間と水辺の連続した利用、例えば市

街地から堤外地に連続した施設の整備が行われてい

る、或いは、整備の目的が河川管理に限らず、周辺を

含めた賑わいを生み出すことを目的としている事例、

及び地域の歴史や文化に基づく利用事例のうち、特

徴的な事例を 43に絞り込んだ。 

 その中で、他所に紹介すべき特徴を持つ事例、及び

河川に先んじて周辺地域の利活用と融合させた整備

を行っている港湾の事例、及び祭礼に利用されてい

る事例を含め、全 15事例の詳細調査を行った。  

研究は、水辺の整備に関係する河川管理者、都市計

画・まちづくり担当者、施設の事業者等の三者に対

し、構想から設計と施工、維持管理までの三段階と、

日常的な活動に分けて、経緯や工夫点を聞き取ると

同時に現地調査を行った。 

 

［研究成果］ 

（１）資料集の構成 

 成果として、資料（案）は図 1のような構成とした。

想定する読者は、河川管理者、都市計画もしくはまち

づくり担当者、地域の事業の関係者の三者である。   

まち空間と融合した河川空間における利用実現の要

点は、詳細調査の結果から全 8 つとした。要点の内容

から主に水辺（かわ）と都市（まち）のどちらに関係す

るかを考えた結果も示した。また、関係者が取り組む

際、自分が何をするか、誰と話すかわかるようにした。

全体として水辺（かわ）に関わる要点が多いものの、両

方に関する、或いは都市（まち）のみに関する場合も見

られ、河川管理者が水辺の利用を促進して賑わいを生

み出す目的を立てた場合、当該地域の都市計画、まち

づくり担当者、及び施設の事業関係者と将来構想を共

有し、地域の課題があるならば、課題解決や認識を共

有した事業整備が求められる。 

また、各関係者が、水辺の活用を考える際に、何をし

たらいいか、誰と何を話せばいいか、考える参考とな

るよう、冒頭に資料集の使い方を示した。合わせて、資

料集で扱う水辺の種類も示した。幅広い関係者が使え

るよう、一級河川に限らず町中を流れる湧水や掘割も

事例に含めている。また、事例としては多くないが、水

辺の施設整備に限らず、継続的な活動が求められる普

及啓発も活動の対象として含めた。水辺での安全管理

や、水辺における過ごし方の教育もここに含む。 

 

（２）事業着手の背景と水辺の性質から見る特に重要

な要点 

 詳細調査を行った事例から、取り組みの背景、水辺

の種類、整備箇所を見ると、表 1 のとおりである。

事例により事業着手の背景を四タイプに分けた。 

①河川改修型は、河川改修あるいは水辺の整備を

主体とした事例、 ②構想実現型は、先に都市、或い

は特定の区域の構想があり、そのために水辺空間の 
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業との関連などが見られることを想定して自然環境調
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都市再生特別措置法の都市機能誘導区域、居住誘導区

域が該当した。最後に自治体の歴史を踏まえた結果の

解釈を考えた。なお、図 1 の地図は、色の判別を重視

し、関連する法令等は示していない。 

（２）技術資料（案）の作成 

 資料（案）は、自治体職員が歴史的資源を活かしたま

ちづくりに取り組む際に、庁内の部署間で話しあえる

資料となる地図と、歴史

まちづくり法及び関連

法令を運用する際の考

え方の参考例を示した

（図 2）。また、調査対象

とした自治体の歴史的

資源を活かしたまちづ

くりへの取り組み事例

を、庁内連携、歴史的資

源の直接の担い手であ

る住民との連携、担い手

育成を含めた普及啓発

に分類し、具体的な目的

や、地域の背景を踏まえ

た取り組み方と共に紹

介した。 
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特徴を示す観光資源、或
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資料（案）においては、例を示すのみである。 
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運用している施策の範囲や所在などの整理 
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されている空間と定義した。また、水辺空間を意識し
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まず、既存事例において、国土交通省の進めるかわ
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関連する事業を水の郷百選、文化的景観等から 233

収集し、事業の目的と水辺の利用状況を整理した。そ

の中から、まち空間と水辺の連続した利用、例えば市

街地から堤外地に連続した施設の整備が行われてい

る、或いは、整備の目的が河川管理に限らず、周辺を

含めた賑わいを生み出すことを目的としている事例、

及び地域の歴史や文化に基づく利用事例のうち、特

徴的な事例を 43に絞り込んだ。 

 その中で、他所に紹介すべき特徴を持つ事例、及び

河川に先んじて周辺地域の利活用と融合させた整備

を行っている港湾の事例、及び祭礼に利用されてい

る事例を含め、全 15事例の詳細調査を行った。  

研究は、水辺の整備に関係する河川管理者、都市計

画・まちづくり担当者、施設の事業者等の三者に対

し、構想から設計と施工、維持管理までの三段階と、
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際、自分が何をするか、誰と話すかわかるようにした。
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られ、河川管理者が水辺の利用を促進して賑わいを生

み出す目的を立てた場合、当該地域の都市計画、まち

づくり担当者、及び施設の事業関係者と将来構想を共

有し、地域の課題があるならば、課題解決や認識を共

有した事業整備が求められる。 

また、各関係者が、水辺の活用を考える際に、何をし

たらいいか、誰と何を話せばいいか、考える参考とな

るよう、冒頭に資料集の使い方を示した。合わせて、資

料集で扱う水辺の種類も示した。幅広い関係者が使え

るよう、一級河川に限らず町中を流れる湧水や掘割も

事例に含めている。また、事例としては多くないが、水

辺の施設整備に限らず、継続的な活動が求められる普

及啓発も活動の対象として含めた。水辺での安全管理

や、水辺における過ごし方の教育もここに含む。 

 

（２）事業着手の背景と水辺の性質から見る特に重要

な要点 

 詳細調査を行った事例から、取り組みの背景、水辺

の種類、整備箇所を見ると、表 1 のとおりである。

事例により事業着手の背景を四タイプに分けた。 

①河川改修型は、河川改修あるいは水辺の整備を

主体とした事例、 ②構想実現型は、先に都市、或い

は特定の区域の構想があり、そのために水辺空間の 
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本資料作成の狙いと使い方 

第 1章 事業に取り組むための背景やニーズなど 

第 2章 まち空間と融合した水辺空間整備の要点 

第 3章 事例集 

・詳細調査を行った 15 の事例について、事業の概略や図面、事例全体の流れをフロー
図に示すと共に、段階毎の工夫点などを記述した。 
 
・今回の詳細調査で扱わない 30の事例も含めて、全 43の国内の事例について主に公表
資料から、概略と具体的な取り組み内容を目的別に整理した。 
 
・11 の海外事例については所在地、水辺の区分（河川、運河、港湾）、事例の名称と事
業の背景や整備内容などの概略を記述した。 

図 1 資料（案）の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り組み

の段階 

要点 主に関係

する範囲

（※） 

詳細調査事例から見る具体的な手法 

日常的な

取り組み 

要点 1 日常的な維持管理

への取り組み 

かわと 

まち 

・教育や地域の活動を通じた将来の担

い手育成 

・伝統行事等による住民の意識醸成 

構想と計

画 

要点 2 関係者間の問題意

識や将来構想の共有 

かわと 

まち 

・河川整備計画における、地域固有の景

観や親水性へ配慮した将来構想 

・多様な関係者が参加する検討体制の

構築 

・行政主導の地域再生構想の提示によ

る検討の推進 

要点 3 将来構想を実現す

る道筋の検討 

かわと 

まち 

・検討目的や内容に合わせた検討体制

の構築 

・設計競技や住民からのアイディア募

集を通じた多様な意見の取り入れ 

要点 4 使い手の目線に立

った検討 

かわ ・利活用スタイルと空間のあり方の検

討、利活用体制の検討 

設計と施

工 

要点 5 まち空間と水辺空

間を融合させる方法の検討 

かわと 

まち 

・まち空間と水辺空間の連続性を高め

るための施設構造の検討 

・散策路や親水空間の整備による回遊

性の向上 

要点 6 事業者、設計者、施

工者間の相互調整 

かわと 

まち 

・調整連絡会議等による関係者間の意

見調整 

・デザインコードの共有 

利活用と

維持管理 

要点 7 公共空間活用の仕

組みの構築 

かわ ・地域の実情に応じた維持管理体制の

構築 

・利活用に係る手続きの簡素化 

要点 8 事業継続のための費

用や人材の確保 

かわ ・事業協力金の徴収による維持管理費

の充当 

・利活用のためのイベントの企画と運

営、施設運営に秀でた人材の配置 
    
※河川及び水辺に関する場合は「かわ」、水辺に隣接する場所に関する場合は「まち」とした。 

 

 

 

整備も行われた事例、③構想参加型は、先に上位構想

があり、地域で水辺を使う活動を、その上位構想に合

わせる、或いは組み込むような形で事業を実施した事

例、④地域活動先行型は、特定の地区における水辺の

利用を含めた整備、もしくは伝統的な水辺の利用を軸

とした整備等の事例である。 

 

（３）詳細調査の事例 

表 1 に示した取り組みの背景から一事例ずつ紹介す

る。 

1）熊本白川「緑の区間」（河川改修型） 

 熊本市の中心市街地に位置する白川「緑の区間」は、

河岸の樹木と立田山を望む「森の都くまもと」の象徴

的な場所として熊本市民に親しまれていた。川幅が狭

く洪水の危険性が高かったため地域意見を長期間にわ

たり取り入れる体制を構築し、河川改修のあり方を検

討して、堤外地での大規模な樹木の移植等を伴う、景

観と親水性に配慮した河川整備を実現した（図 2）。 

2)美濃加茂地区かわまちづくり（構想実現型） 

美濃加茂市では、かわまちづくり支援制度の創設を

きっかけに、木曽川の自然や中山道の歴史等の地域資 

源を活かした、まちづくりを目指す取り組みが始まっ 

 

た。 

事業推進に際し、国、美濃加茂市、地域団体、住民等

が参画する場と組織を作り、かわまちづくりに関する

表 1 詳細に示す事例の取り組みの背景と水辺の種類、整備箇所 

1 石巻地区かわまちづくり 河川（市街地近郊） 〇 〇

2 嵐山周辺のまちづくり 河川（市街地） 〇

3 熊本白川「緑の区間」 河川（市街地） 〇

4 気仙沼内湾ウォーターフロント 港湾 〇 〇

5 「乙川ウォーターフロントQURUWA戦略地区」かわまちづくり河川（市街地） 〇 〇

6 美濃加茂地区かわまちづくり 河川（市街地近郊） 〇 〇

7 元安川及び京橋川地区かわまちづくり 河川（市街地） 〇 〇

8 長門湯本温泉観光まちづくり 河川（市街地） 〇 〇

9 北十間川かわまちづくり 河川（市街地） 〇

10 水都大阪北浜テラス 河川（市街地） 〇 〇

11 尻無川河川広場（タグボート大正） 河川（市街地） 〇

12 御殿堰（七日町地区） 用水（市街地） 〇 〇

13 西条の水辺と祭事 湧水／河川（市街地近郊） 〇 〇

14 水のみえるまちづくり（大野市） 伝統的水利用・湧水（市街地） 〇

15 柳川の掘割を中心に据えたまちづくり 伝統的水利用・掘割（市街地） 〇
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図 2 河川改修型の事例（熊本白川「緑の区間」） 

 整備に当たり樹木の立曳を含めた移植の説明版（上）も設置

され、親水と景観の両立を目指した事業の経緯の一部を知る

ことができる。また、水辺に設けられた遊歩道は、緑豊かであ

る（下）。 
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基本構想案や基本計画の検討を実施した。社会実験等

を行いながら、官民連携で地域資源を活かしたプログ

ラムを検討し、結果として「リバーポートパーク美濃

加茂」（中之島公園）を整備した（図 3）。現在は、バー

ベキューや各種イベント開催等により賑わいを見せる

場所である。 

3)北十間川かわまちづくり（構想参加型） 

 東京都が学識経験者を中心に設立した「新たな水辺

のあり方検討会」により策定された「隅田川等におけ

るあらたな水辺整備のあり方」が提言されたことを契

機として、浅草と東京スカイツリータウンの間の水辺

空間の魅力向上や動線の強化による回遊性の向上、地

域活性化を目的とした整備事業の検討が開始された。

東京都による北十間川耐震護岸整備と、墨田区による

北十間川護岸の親水テラス整備、船着き場整備、橋梁

のかけ替え、コミュニティ道路整備、隅田公園南地区

整備と、東武鉄道株式会社による隅田川をわたる歩道

橋「すみだリバーウォーク」整備、鉄道高架下の複合商

業施設「東京ミズマチ」の整備といった、いずれも回遊

性の向上に寄与する多様な整備を、関係組織や工事で

相互に調整しながら実施した（図 4）。 

4)柳川の掘割を中心に据えたまちづくり (地域活動先

行型) 

 柳川城下町に広がる国の名勝水郷柳河は、高度経済

成長期には汚染が進み、埋め立て計画が検討された。 

昭和 52 年に住民との協働による掘割の浄化を念頭

に置いた「河川浄化計画」を策定し、浄化事業が開始さ

れた。このときの住民参加型の掘割の浄化と再生の理

念が、平成 10年策定の「掘割を守り育てる条例」に活

かされ、現在の持続的な体制に引き継がれている。散

策路や護岸のほか、土木学会デザイン賞を受賞した柳

川市民会館周辺の掘割景観デザインなど、掘割を活か

した整備が行われた（図 5）。また、掘割を題材にした

学習や卒業式などの際に掘割に浮かぶ船に乗ってもら

うなど、住民への普及啓発も行われている。 

 

（４）まとめ 

 紹介した水辺空間の賑わいを生み出す事例において

全ての要点に取り組んではいない。取り組み方も強弱

があると考えられる。 

 本研究の成果は、まち空間と融合した河川空間利用

を実現する目的、実現後の使い方などを具体化し、将

来構想を描くために、河川管理者が都市計画やまちづ

くり担当者と打ち合わせる際、或いは、都市計画やま

ちづくり担当者が都市と水辺を融合させて、水辺に新

たな活性を生み出す際、地域の事業者や住民が水辺を

使った活動を考える場合、或いは、地域を流れる湧水

などを用いたまちづくりを考える場合などに活用でき

る。 

 水辺は多様であり、安全管理をしながら人の生活の 

 

中に位置づける際の参考となれば幸いである。 

［成果の活用］ 

 成果は、現場で活用できる技術資料としてまとめる

予定である。 

図 5 地域活動先行型の事例 

 浄化された掘割では舟運事業が行われ、地域を特徴づけ

る風景になり、周辺は店舗が点在し、住民や来訪者が回遊

する様子が見られ地域を活性化する場所の一つである。 

図 4 構想参加型の事例 

 多様な整備事業の一つである「東京ミズマチ」の

例。店舗の前は歩道が整備され、川辺にはベンチが

置かれている。店舗の反対側は、公園が配置されて

いる。 

図 3 構想実現型の事例（美濃加茂地区かわ

まちづくり） 

 ソフトからハードへの意識を持ち、ソフトを成り立た

せる施設設計を目指した。指定管理者はデザインチーム

を組織し、図のような行政と共に利用者が親しみやすく

わかりやすい意匠を目指した。 
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中に位置づける際の参考となれば幸いである。 

［成果の活用］ 

 成果は、現場で活用できる技術資料としてまとめる

予定である。 

図 5 地域活動先行型の事例 

 浄化された掘割では舟運事業が行われ、地域を特徴づけ

る風景になり、周辺は店舗が点在し、住民や来訪者が回遊

する様子が見られ地域を活性化する場所の一つである。 
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図 3 構想実現型の事例（美濃加茂地区かわ
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We are going to systematically organize the methods, and present the ideal way about reorganization and division 
of functions among city parks, and city park renovations, conducting case studies. In FY2024, We investigated case 
studies about 5 categories (①Reorganization and division of functions, ②Distinctive maintenance and management 
methods, ③Renewal plans, ④Renewal and renovation, ⑤Park-PFI), and individually sorted out issues and points 
to keep in mind in order to use them as basic data for studies on strategic renovation in city parks. 

 
［研究目的及び経緯］ 

都市公園事業においては、全国で約 11万箇所ある都

市公園のうち、設置後 30年以上経過したものが令和４

年度末時点で約６割を占めており、公園施設の老朽化

が進んでいる。その一方で、少子高齢化社会の到来な

ど、社会の変化に伴って、都市公園に求められる機能・

ニーズは多様化し変化してきている。そのため、国土

技術政策総合研究所では、令和５年度より、全国の自

治体を対象に都市公園の再編・機能分担及びリノベー

ション事例等について調査し、その手法等について体

系的に整理し、基本的なあり方を示すための検討を進

めることとしている。 

令和６年度は、都市公園における戦略的リノベーシ

ョンに関する検討の基礎資料とするために、５つの項

目に関して事例調査(①再編・機能分担、②再整備計画

策定、③特徴的な維持管理方法、④再整備・リノベーシ

ョン、⑤公募設置管理制度(Park-PFI）)を行い、令和５

年度の①～④の調査結果も含めて、都市公園の再整備

等に関する要点や留意点等の整理を行った。 

 

［研究内容］ 

1. 都市公園の再整備等の事例調査 

以下の 1)～5)について、事例調査を行った。調査

方法は、1)～4)については、調査票を作成し、文献等

の公開情報をもとに調査を行なうとともに、公園管理

者等に対してヒアリング調査により補足を行った。ま

た、5)については、文献等の公開情報等をもとに調査

を行った。 

1)複数の都市公園間での再編・機能分担 

利用ニーズの変化に伴う複数の都市公園間での再

編・機能分担の事業手法を一般化して整理するために

事例(統廃合を伴った事例でも可)を自治体毎に抽出

し、事業経緯・プロセス、事業効果・課題等について

調査を行った。対象自治体は、網走市、調布市、金沢

市の計３都市とした(表-1)。 

2)都市公園の再整備計画調査 

自治体全体の都市公園の再整備についてガイドライ

ンや再整備計画等を作成し公表している事例を抽出

し、その記載内容の特徴について調査した。対象自治

体は、再整備が既に実施済である、あるいは予算化が

されている自治体を中心として、札幌市、芦別市、吹

田市の３都市とした(表-1)。 

3)特徴的な維持管理方法 

自治会等からなる公園愛護会の高齢化、公園の維持

管理予算縮減等の課題が見られる公園の維持管理につ

いて、これらの課題解決のために、先進的で特徴的な

維持管理の事例について調査を行った。むつ市、東村

山市、横浜市、茅ヶ崎市、京都市、吹田市、北九州

市、福岡市の計８都市の事例を対象とした(表-1)。 

4)再整備及びリノベーション調査 

 都市公園における再整備及びリノベーションの手法

について体系的に整理するために、都市公園の老朽化

及びニーズの変化に伴う更新や都市の課題解決のため

都市公園を一つの核とした他事業連携などの事例を抽

出し、事業手法(対象公園概要、事業概要(事業経緯・

プロセス、事業方式、施設概要等、事業効果・課題

等))についての調査を行った。表-2に示す 15公園の

事例を対象とした 

5)公募設置管理制度(Park-PFI)を用いた事例調査 

公募設置管理制度（Park-PFI）（以下「Park-PFI」と

いう。）の全体的な傾向を把握するために、Park-PFIの

具体的な内容について記載のある「都市公園をいかす

公募設置管理制度 Park-PFI 実務の手引き」(一般社団

法人「日本公園緑地協会」及び「公募設置管理制度

（Park-PFI)の活用状況」(国土交通省)に記載の 172事

例(応募なしや事業者の撤退の事例も含む)をもとに調

査を実施した。調査項目は、公募対象公園施設、公園種

別、導入箇所(1.既設整備、2.拡張整備、3.新設整備、

4.不明)、事業開始状況(1.供用済み、2.供用開始前、3.

事業中止・応募なし、4.不明)、所在地自治体の区分・

人口、公園全体面積等とし、さらに、それらの調査結果

から偏りが生じないように 54 事例の代表事例を抽出

した。 

2. 事例調査結果のとりまとめ 

1.1)～4)については、令和５年度調査結果も含め

て、5)については令和６年度実施の文献調査結果をも

とに、とりまとめを行った。 

 

［研究成果］  

1. 都市公園の再整備等の事例調査 
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1)複数の都市公園間での再編・機能分担 

(1)対象とする都市公園 

都市公園の再編・機能分担の対象とする都市公園

は、自治体の公園全部を対象としている事例(事例：

足立区、武蔵野市(500㎡未満の小規模な公園緑地が

多い)、調布市、網走市)はあったが、街区公園、近隣

公園、地区公園等の小規模公園を対象とする事例が多

かった。 

(2)再編・機能分担の事例 

①小規模公園を分類し、核となる都市公園を中心に再  

編整備する場合 

 都市公園の集約再編の対象となる街区公園をさらに

公園面積注）に応じて異なる機能分担や整備手法を用い

る方法は、札幌市、春日部市で事例がみられた。 

②同じ誘致圏域内で複数の公園間で公園機能が重複 

している場合 

都市公園の再編・機能分担(複数公園)の対象公園に

ついては、上記 1)に示すとおり、総合的な機能を持

たせることは難しい小規模公園を主に対象としてい

る。そのため、誘致圏域内で同様の公園機能が重複し

ている場合には、公園を特徴づけるいくつかの公園機

能型に分類し、それぞれの都市公園で分担すべき機能

を付与している事例があった(春日部市、調布市、泉

大津市)。分担すべき機能例として、多かったのは、

遊び型、健康づくり型、スポーツ型、休養型、自然

型、コミュニティ型、防災型であった。 

③自治体内のエリアに合わせた地区・区域を単位とし 

て公園機能の分担・特化する場合 

自治体内をいくつかのエリアに設定し、このエリア

毎に公園機能の分担・特化等を行っている事例があっ

た。この事例については、大都市部(足立区、武蔵野

市)で見られた。エリア設定の考え方として、足立区

と武蔵野市の事例を表-3に示す。 

④資産の有効活用策として、公園の機能付加や転換、 

統廃合する場合 

 福岡市では、みどりの資産価値の向上に向けて、資

産の有効活用策として、公園の機能分担、公園への機

能の付加や転換、公園の統廃合の具体的な施策を設定

している。 

⑤地域住民からの要望により再編整備する場合 

北九州市では、地域住民からの要望があり、遊休市

有地(団地跡地)を活用した公園の再編整備を実施し

た。利用が限られる 2つの街区公園(上吉志公園、吉

志西公園)を廃止し、新たな公園に統合することで、

子どもから高齢者まで利用できる、地域ニーズに応じ

た整備が実施された。課題や留意点として、公園の廃

止や統廃合の場合は、いかに住民との合意形成を図る

かが重要となる。 

⑥都市公園の廃止も含めた機能転換する場合 

この事例は、自治体が作成した都市公園の再整備・

リニューアル等のガイドライン等で考え方が示されて

いた。泉大津市の事例では、機能強化・分担・特化の

他、機能転換のイメージとして周辺各環境に配慮しな

がら駐車場などの異なる機能への転換や廃止の検討

や、廃止する際は、他の公園への機能を集約するな

ど、代替機能を確保することを検討する等の記載が見

られた。 

 2)都市公園の再整備計画調査 

ガイドライン等には、主に共通して、①計画の位置

づけ、②基本的な考え方、③再整備対象公園の設定、④

表-1 対象事例一覧(1．1）2）3）)    

表-3 エリア設定の考え方 

表-2 対象公園一覧(1．4).) 

注)札幌市では、「地域に必要な公園機能」を最低限確保できる
面積を、概ね 1,000㎡としている。（出典：札幌市公園整備
方針(2020.3 札幌市,p19） 

 

 
 

再整備公園の優先順位または評価方法の考え方、⑤利

用者ニーズの把握、⑥維持管理計画、⑦具体的な再整

備の内容、⑧具体的なコスト、⑨再整備スケジュール

等についての記載が見られた。その他、⑩公園施設長

寿命化事業との連携による再整備が必要な街区公園の

位置づけ(恵庭市)、⑪都市計画公園・緑地の長期未整

備公園の見直し(春日部市)についての記載も見られた。  

3)特徴的な維持管理方法 

身近な都市公園では、公園愛護会の高齢化による人

材不足や公園維持管理予算の縮減等の課題に対応する

ため、地域主体の都市公園の維持管理・運営確保や持

続的に活動可能となることを目的として、既存の公園

愛護会等をサポートする仕組みづくりや指定管理者制

度導入、デジタル技術の活用が進んでいる。    

以下では、主に身近な都市公園における特徴的な維

持管理・運営の主体や方法について分類、整理した。 

①公園愛護会、町内会・自治会等 

公園愛護会は、身近な公園における日常清掃、草刈

り等の美化活動を行うボランティア組織であるが、自

治体により報奨金制度等により支援を行っている場合

(横浜市、広島市、福岡市)や、広島市では町内会が指

定管理者として指定されているケースもあり、さら

に、公園活用による地域コミュニティ活性化支援事業

（小さなエリアマネジメント)が進められている。 

自治体による公園愛護会等の活動支援策として、以

下の事例が挙げられる。 

（事例）報奨金制度(横浜市、広島市、福岡市）、公園

愛護会等コーディネーターによる支援体制(横浜

市)、アドバイザー制度(横浜市、福岡市) 

②地域主体の公園運営委員会や地域運営委員会 

行政サポートや官民連携サポートを提供する仕組み

として、都市公園法第十七条の二に基づく協議会でな

く、自治体独自で地域主体の公園運営委員会や地域運

営委員会を設立して運営している場合があった。 

（事例）Park-UP 事業(京都市)、コミュニティパーク

事業(福岡市) 

③自治体による基礎的な維持管理 

公園愛護会、町内会・自治会等による都市公園の維

持管理・運営がされている場合においても、公園施設

の修繕や高木の剪定等の基礎的な維持管理について

は、自治体が担当している事例が多いと考えられる。 

（事例）Park-UP 事業(京都市)、コミュニティパーク   

事業(福岡市) 

④民間活力の導入 

公園の魅力向上を目指すとともに、地域コミュニテ

ィの活性化等を目的として、民間団体等が身近な都市

公園の維持管理・運営を担当する場合があった。 

特徴的な維持管理・運営方法は以下の事例が挙げら

れる。 

（事例）公園維持管理を自主的に行う民間団体を「公

園応援団」として登録、総合評価落札方式における

加点等のインセンティブの付加(北九州市)、民間企

業、大学、NPO などの多様なサポート団体が地域活

動を支援(京都市：Park-UP 事業)、小規模公園の一

括指定管理(及び Park-PFI の同時公募)(西東京

市、東村山市、(吹田市))、イベント実施やキッチ

ンカーによる飲食販売の行為許可者を公募(公募型

行為許可)(横浜市) 

⑤民間団体の能力を最大限発揮させる小規模公園の 

一括指定管理 

上記でも一部記載したが、西東京市ではエリア全体

の公園を包括的に管理することで、公園をキーワード

にしたまちづくり、エリアマネジメントを意識したま

ちの活性化につなげることを期待し、2016年度から

西東京いこいの森公園及び周辺の市立公園を一括して

指定管理者制度を導入した。 

⑥デジタル技術の利活用 

むつ市や茅ヶ崎市等では、スマホアプリなどのデジ

タルツールを活用し、都市公園の維持管理や協議会に

おける密な情報な情報を受発信することにより都市公

園に対する関心度を向上する取組が行われている。 

4)再整備及びリノベーション調査 

(1)都市公園の再整備及びリノベーションの目的の分   

 類 

都市公園の再整備及びリノベーションする際の目的

を、内的要因と外的要因に分類した。 

内的要因は、老朽化、魅力向上等、都市公園そのも

のに付随する要因であるが、老朽化及びニーズの変化

に伴い都市公園の課題改善を目的とした整備が多くを

占め、大規模運動施設の整備等の魅力向上に向けた公

園整備を行う事例も見られた。 

外的要因は、地域課題の解決及び他事業連携が要因

であるが、地域課題の解決では防犯対策、子育て支

援、防災機能の向上等の都市公園が立地する周辺地域

の課題解決を目的とした事例や、他事業連携では周辺

の公共施設やマンション開発、地域再開発等の他事業

の一環で公園整備等を行うなど、周辺の地域や施設等

の要因による再整備の事例が見受けられた。 

(2)都市公園の特性にあわせた再整備及びリノベーシ 

ョン手法について 

主に以下のとおり整理した。 

①各自治体の顔となる総合公園等の整備 

都市基幹公園の一つである総合公園は各自治体の顔

となる公園である。そのため、Park-PFI や PFI 等を

活用した便益施設等を整備し、都市公園を拠点として

地域全体の魅力価値向上が図られている。(鶴舞公園

(名古屋市)、佐世保中央公園(佐世保市)ほか) 

②住区基幹公園(街区公園、近隣公園、地区公園) 

住区基幹公園は、誘致圏が狭く、公園整備における

事業規模が小さいため、事業性が低いことから、自治

体主体による直営工事の整備が基本となる。但し、小

規模公園でも立地環境の優位性、地域課題の解決や先

進事例となりうるなど理由から、設置管理許可、

Park-PFI 等を活用した民間主体による収益施設が整

備される事例もあった。 

③大規模運動施設との一体整備 

 野球場やサッカースタジアム等の運動施設が設置さ

れている総合公園、運動公園では、野球場やサッカー

スタジアム等の拠点となる施設整備を民間投資(負担

付寄付等)や PFI等による整備が行われ、その後に施

設周辺の園地を直営工事や Park-PFI 等で整備が行わ

れていた。(富士見公園(川崎市)、千葉公園(千葉

市)、宮城野原運動公園(仙台市)、長居公園(大阪

市)、鶴舞公園(名古屋市)など) 

 (3)立地 

調査対象事例 45 公園のうち、市街地調整区域にお

いて整備された公園は、3公園(副池オアシス公園、

鞍ヶ池公園、柏木公園)と少なく、公園単独による整
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1)複数の都市公園間での再編・機能分担 

(1)対象とする都市公園 

都市公園の再編・機能分担の対象とする都市公園

は、自治体の公園全部を対象としている事例(事例：

足立区、武蔵野市(500㎡未満の小規模な公園緑地が

多い)、調布市、網走市)はあったが、街区公園、近隣

公園、地区公園等の小規模公園を対象とする事例が多

かった。 

(2)再編・機能分担の事例 

①小規模公園を分類し、核となる都市公園を中心に再  

編整備する場合 

 都市公園の集約再編の対象となる街区公園をさらに

公園面積注）に応じて異なる機能分担や整備手法を用い

る方法は、札幌市、春日部市で事例がみられた。 

②同じ誘致圏域内で複数の公園間で公園機能が重複 

している場合 

都市公園の再編・機能分担(複数公園)の対象公園に

ついては、上記 1)に示すとおり、総合的な機能を持

たせることは難しい小規模公園を主に対象としてい

る。そのため、誘致圏域内で同様の公園機能が重複し

ている場合には、公園を特徴づけるいくつかの公園機

能型に分類し、それぞれの都市公園で分担すべき機能

を付与している事例があった(春日部市、調布市、泉

大津市)。分担すべき機能例として、多かったのは、

遊び型、健康づくり型、スポーツ型、休養型、自然

型、コミュニティ型、防災型であった。 

③自治体内のエリアに合わせた地区・区域を単位とし 

て公園機能の分担・特化する場合 

自治体内をいくつかのエリアに設定し、このエリア

毎に公園機能の分担・特化等を行っている事例があっ

た。この事例については、大都市部(足立区、武蔵野

市)で見られた。エリア設定の考え方として、足立区

と武蔵野市の事例を表-3に示す。 

④資産の有効活用策として、公園の機能付加や転換、 

統廃合する場合 

 福岡市では、みどりの資産価値の向上に向けて、資

産の有効活用策として、公園の機能分担、公園への機

能の付加や転換、公園の統廃合の具体的な施策を設定

している。 

⑤地域住民からの要望により再編整備する場合 

北九州市では、地域住民からの要望があり、遊休市

有地(団地跡地)を活用した公園の再編整備を実施し

た。利用が限られる 2つの街区公園(上吉志公園、吉

志西公園)を廃止し、新たな公園に統合することで、

子どもから高齢者まで利用できる、地域ニーズに応じ

た整備が実施された。課題や留意点として、公園の廃

止や統廃合の場合は、いかに住民との合意形成を図る

かが重要となる。 

⑥都市公園の廃止も含めた機能転換する場合 

この事例は、自治体が作成した都市公園の再整備・

リニューアル等のガイドライン等で考え方が示されて

いた。泉大津市の事例では、機能強化・分担・特化の

他、機能転換のイメージとして周辺各環境に配慮しな

がら駐車場などの異なる機能への転換や廃止の検討

や、廃止する際は、他の公園への機能を集約するな

ど、代替機能を確保することを検討する等の記載が見

られた。 

 2)都市公園の再整備計画調査 

ガイドライン等には、主に共通して、①計画の位置

づけ、②基本的な考え方、③再整備対象公園の設定、④

表-1 対象事例一覧(1．1）2）3）)    

表-3 エリア設定の考え方 

表-2 対象公園一覧(1．4).) 

注)札幌市では、「地域に必要な公園機能」を最低限確保できる
面積を、概ね 1,000㎡としている。（出典：札幌市公園整備
方針(2020.3 札幌市,p19） 

 

 
 

再整備公園の優先順位または評価方法の考え方、⑤利

用者ニーズの把握、⑥維持管理計画、⑦具体的な再整

備の内容、⑧具体的なコスト、⑨再整備スケジュール

等についての記載が見られた。その他、⑩公園施設長

寿命化事業との連携による再整備が必要な街区公園の

位置づけ(恵庭市)、⑪都市計画公園・緑地の長期未整

備公園の見直し(春日部市)についての記載も見られた。  

3)特徴的な維持管理方法 

身近な都市公園では、公園愛護会の高齢化による人

材不足や公園維持管理予算の縮減等の課題に対応する

ため、地域主体の都市公園の維持管理・運営確保や持

続的に活動可能となることを目的として、既存の公園

愛護会等をサポートする仕組みづくりや指定管理者制

度導入、デジタル技術の活用が進んでいる。    

以下では、主に身近な都市公園における特徴的な維

持管理・運営の主体や方法について分類、整理した。 

①公園愛護会、町内会・自治会等 

公園愛護会は、身近な公園における日常清掃、草刈

り等の美化活動を行うボランティア組織であるが、自

治体により報奨金制度等により支援を行っている場合

(横浜市、広島市、福岡市)や、広島市では町内会が指

定管理者として指定されているケースもあり、さら

に、公園活用による地域コミュニティ活性化支援事業

（小さなエリアマネジメント)が進められている。 

自治体による公園愛護会等の活動支援策として、以

下の事例が挙げられる。 

（事例）報奨金制度(横浜市、広島市、福岡市）、公園

愛護会等コーディネーターによる支援体制(横浜

市)、アドバイザー制度(横浜市、福岡市) 

②地域主体の公園運営委員会や地域運営委員会 

行政サポートや官民連携サポートを提供する仕組み

として、都市公園法第十七条の二に基づく協議会でな

く、自治体独自で地域主体の公園運営委員会や地域運

営委員会を設立して運営している場合があった。 

（事例）Park-UP 事業(京都市)、コミュニティパーク

事業(福岡市) 

③自治体による基礎的な維持管理 

公園愛護会、町内会・自治会等による都市公園の維

持管理・運営がされている場合においても、公園施設

の修繕や高木の剪定等の基礎的な維持管理について

は、自治体が担当している事例が多いと考えられる。 

（事例）Park-UP 事業(京都市)、コミュニティパーク   

事業(福岡市) 

④民間活力の導入 

公園の魅力向上を目指すとともに、地域コミュニテ

ィの活性化等を目的として、民間団体等が身近な都市

公園の維持管理・運営を担当する場合があった。 

特徴的な維持管理・運営方法は以下の事例が挙げら

れる。 

（事例）公園維持管理を自主的に行う民間団体を「公

園応援団」として登録、総合評価落札方式における

加点等のインセンティブの付加(北九州市)、民間企

業、大学、NPO などの多様なサポート団体が地域活

動を支援(京都市：Park-UP 事業)、小規模公園の一

括指定管理(及び Park-PFI の同時公募)(西東京

市、東村山市、(吹田市))、イベント実施やキッチ

ンカーによる飲食販売の行為許可者を公募(公募型

行為許可)(横浜市) 

⑤民間団体の能力を最大限発揮させる小規模公園の 

一括指定管理 

上記でも一部記載したが、西東京市ではエリア全体

の公園を包括的に管理することで、公園をキーワード

にしたまちづくり、エリアマネジメントを意識したま

ちの活性化につなげることを期待し、2016年度から

西東京いこいの森公園及び周辺の市立公園を一括して

指定管理者制度を導入した。 

⑥デジタル技術の利活用 

むつ市や茅ヶ崎市等では、スマホアプリなどのデジ

タルツールを活用し、都市公園の維持管理や協議会に

おける密な情報な情報を受発信することにより都市公

園に対する関心度を向上する取組が行われている。 

4)再整備及びリノベーション調査 

(1)都市公園の再整備及びリノベーションの目的の分   

 類 

都市公園の再整備及びリノベーションする際の目的

を、内的要因と外的要因に分類した。 

内的要因は、老朽化、魅力向上等、都市公園そのも

のに付随する要因であるが、老朽化及びニーズの変化

に伴い都市公園の課題改善を目的とした整備が多くを

占め、大規模運動施設の整備等の魅力向上に向けた公

園整備を行う事例も見られた。 

外的要因は、地域課題の解決及び他事業連携が要因

であるが、地域課題の解決では防犯対策、子育て支

援、防災機能の向上等の都市公園が立地する周辺地域

の課題解決を目的とした事例や、他事業連携では周辺

の公共施設やマンション開発、地域再開発等の他事業

の一環で公園整備等を行うなど、周辺の地域や施設等

の要因による再整備の事例が見受けられた。 

(2)都市公園の特性にあわせた再整備及びリノベーシ 

ョン手法について 

主に以下のとおり整理した。 

①各自治体の顔となる総合公園等の整備 

都市基幹公園の一つである総合公園は各自治体の顔

となる公園である。そのため、Park-PFI や PFI 等を

活用した便益施設等を整備し、都市公園を拠点として

地域全体の魅力価値向上が図られている。(鶴舞公園

(名古屋市)、佐世保中央公園(佐世保市)ほか) 

②住区基幹公園(街区公園、近隣公園、地区公園) 

住区基幹公園は、誘致圏が狭く、公園整備における

事業規模が小さいため、事業性が低いことから、自治

体主体による直営工事の整備が基本となる。但し、小

規模公園でも立地環境の優位性、地域課題の解決や先

進事例となりうるなど理由から、設置管理許可、

Park-PFI 等を活用した民間主体による収益施設が整

備される事例もあった。 

③大規模運動施設との一体整備 

 野球場やサッカースタジアム等の運動施設が設置さ

れている総合公園、運動公園では、野球場やサッカー

スタジアム等の拠点となる施設整備を民間投資(負担

付寄付等)や PFI等による整備が行われ、その後に施

設周辺の園地を直営工事や Park-PFI 等で整備が行わ

れていた。(富士見公園(川崎市)、千葉公園(千葉

市)、宮城野原運動公園(仙台市)、長居公園(大阪

市)、鶴舞公園(名古屋市)など) 

 (3)立地 

調査対象事例 45 公園のうち、市街地調整区域にお

いて整備された公園は、3公園(副池オアシス公園、

鞍ヶ池公園、柏木公園)と少なく、公園単独による整
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備であり、市街化区域の都市公園が主に再整備及びリ

ノベーションが進んでいる。 

(4)プロセス 

再整備及びリノベーションの進め方の例を表-4の

とおりとりまとめた。 

5)Park-PFIを用いた事例 

172事例の全体的な傾向として、以下の(1)～(7)のこ

とが明らかになった。 

(1)公募対象公園施設の種類 

 便益施設などの公園施設分類及びその内容の組み合

わせで分類したところ 36通りに分類された。その結果、

便益施設(飲食・物販)が 56事例と最も多かった。 

(2)公園種別 

 総合公園が 52 事例(30%)で最も多かったが、住区基

幹公園も街区公園 12 事例(7％)、近隣公園 25 事例

(15％)、地区公園 21 事例(12％)と合計で 34％と全体

の約 3割を占めていた。 

(3)事業導入箇所(既設、拡張、新設、不明、の区分) 

 既設整備公園への導入が 109 事例(63％)と最も多く、

新設整備公園への導入は、16事例(9％)と少なかった。 

(4)事業開始状況(供用済み、供用開始前、事業中止・応 

募なし、不明、の区分) 

供用済みのものが 102 事例と約 6 割で最も多く、次

に、供用開始前 56事例(約 3割)の順であった。 

(5)所在地自治体の区分(指定都市、中核市、施行時特 

例市、その他の市町村、特別区、の区分) 

 所在地自治体(事業主体が同一とは限らない)では、

自治体数では「その他の市」が 51事例(43％)と最も多

く、次に、中核市 28事例(24%)、指定都市 20事例(17%)

の順であった。指定都市では平均 2.4 箇所の事業が行

われていた。 

(6)所在地自治体の人口(5 万人未満、5 万人以上 10 万

人未満、10 万人以上 20 万人未満、20 万人以上 30

万人未満、30万人以上 50万人未満、50万人以上 100

万人未満、100万人以上、の区分) 

 所在地自治体(事業主体が同一とは限らない)の人口

では、「30万人以上 50万人未満」が 27事例(23％)と最

も多く、「5万人以上 10万人未満」が 22事例(19%)と次

に多かった。「100万人以上」は 13事例(11％)であっ

たが、平均 2.7箇所の事業が行われていた。 

(7)公園全体面積(2ha未満、2ha以上 4ha未満、4ha以

上 10ha未満、10ha以上 50ha未満、50ha以上、不

明、の区分) 

 「10ha 以上 50ha 未満」が 38％と最も多く、次に、

「4ha以上 10ha未満」34事例(20%)、「2ha未満」31事

例(18％)の順であった。 

2. 事例調査結果のとりまとめ 

[研究成果]1.の結果をもとに、都市公園の再整備等

に関する要点や留意点等の概要について整理する。 

1)複数の都市公園間での再編・機能分担 

 小規模で機能が限られる街区公園等の集約・再編を

図る場合にも、公園の利用実態やニーズ、潜在的利用

者である公園周辺の人口構成等を把握した上で、利用

の少ない公園については、活性化を図っていく必要が

ある。なお、再編・機能分担の場合も、自治体が基本

方針を策定公表した上で進めている場合が多い。ま

た、提供公園等の狭小公園が多数存在する都市もある

が、これらの対応は、別途、検討が必要である。 

2)都市公園の再整備計画調査 

 自治体が全体の都市公園を対象とした再整備計画で

は、記載項目に共通事項が見られ、これらは、再整備

計画策定の際の基本事項であると考えられる。また、

総合公園等個別の公園でも再整備の際は、基本計画等

を策定・公表し、合意形成を図りながら進めている。  

3)特徴的な維持管理方法 

身近な公園における維持管理は、自治会等からな

る公園愛護会等のサポートと指定管理による小規模

公園の一括管理が今後検討する必要があると考えら

れる。その他、自治体個別の比較的新しい手法につ

いては、効果等今後の動向を確認していく必要があ

る。 

4)再整備及びリノベーション調査 

再整備及びリノベーションの目的では、内的要因（老

朽化、魅力向上等、都市公園そのものに付随する要因）

と外的要因（地域課題の解決及び他事業連携が要因）

に分類された。また、事業手法は都市公園の特性に合

わせた手法を用いることが必要であり、大規模運動施

設では、負担付寄付などの特殊な事例が見られた。な

お、事業を進めるにあたっては、利用実態や利用ニー

ズの調査はもとより、住民説明会や関係者協議などの

合意形成を適切に実施していくことが重要である。 

5) Park-PFIを用いた事例 

 住区基幹公園については、基本的に自治体直営の工

事で実施していると考えられるが、立地等により集客

が見込める場合には、P-PFI等の民活導入も実施されて

いる。1.5)の調査結果の P-PFI の公園種別では、住区

基幹公園も街区公園 7％、近隣公園 15％、地区公園 12％

と合計で 34％と全体の約 3割を占めている。  

 

［成果の活用］ 

今後、海外の公園の事例調査や国内における民活導

入による財源確保等についての調査等を行い、再編・

機能分担・再整備及びリノベーション等を検討してい

る自治体の取り組みを支援し、都市公園の利活用向上・

機能発揮に貢献する技術資料としてとりまとめる。 

表-4 再整備及びリノベーションの進め方の例 
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In order to promote the efficient maintenance, management and operation of city parks, we are going to identify 
new technologies that are highly useful and at the stage of implementation in city parks, and develop methods for 
their implementation. In FY2024, we identified several new technologies that can be implemented in city parks, and 
conducted interview surveys with park managers and developers of the new technologies, and field surveys of parks 
where the new technologies have been introduced. In addition, based on these findings, we examined and organized 
each case of new technology, and created a draft technical report for the use of each new technology. 

 
［研究目的及び経緯］ 

人口減少・少子高齢化が進展する中で、労働力の不

足が見込まれ、国土交通省の各種公共事業等の分野に

おいても、生産性向上が不可欠となっている。これら

の課題解決に向けた新技術の導入に関し、公園緑地分

野においては実装可能な新技術は多いが、その実装化

にあたっての課題を十分に検討していないために、普

及していない有用な新技術が多数存在する。そのため、

本研究では、過年度の研究より明らかとなったこれら

の導入事例について、いくつかの事例を抽出し、その

実装化に向けた具体的な検討を進めることとしている。 

令和６年度は、都市公園で実装可能な新技術として、

地方公共団体の都市公園でも先進的あるいは試行的に

導入されている利用者人流解析、小型モビリティ※によ

る移動、情報の提供及び発信を抽出し、導入している

公園の公園管理者及び対象新技術の開発業者等へのヒ

アリング調査を実施し、導入にあたっての課題・留意

点を整理した。また、それらの調査結果を元に、対象新

技術毎に都市公園における新技術活用のための技術資

料(案)を作成した。 

 

［研究内容］ 

1. 都市公園で実装可能な新技術の調査  

1)対象新技術毎の事例の抽出 

①利用者人流解析 25事例、②小型モビリティによ

る移動 10事例、③情報の提供及び発信 10事例を、

「活用方法・目的及び新技術の種類」、「実装難易

度」、「施設・公園規模」の３軸で偏りが少なくなるよ

う、文献調査により抽出した。  

実装難易度はイニシャルコスト(導入時のコスト)、

ランニングコスト(運営管理におけるコスト)、規制・

スキル(法規制や導入・運用に必要なスキル)をもとに

評価した。 

2)公園管理者及び新技術開発業者等へのヒアリング 

調査 

1.1)で抽出した３つの対象新技術毎の事例につい

て、主に都市公園で導入(実証実験でも可)されている

事例から各５事例程度の公園等を抽出し、公園管理者

等に導入実態(新技術の概要、導入経緯、利用方法、

維持管理、従来方法との比較、課題・留意点)につい

てのヒアリング調査を行なった(表-1)。また、上記の

箇所で用いられている新技術の製品（各対象新技術と

も 5または 6製品）の開発業者等を中心に、新技術の

概要や課題・開発動向等についてのヒアリング調査を

行った。ヒアリング調査方法は、対象新技術毎に調査

票を作成して実施した。 

2. 新技術活用ための技術資料(案)の作成 

過年度調査結果及び 1.の調査結果等をもとに対象

新技術毎に、公園管理者が活用可能な都市公園におけ

る新技術活用のための技術資料(案)をそれぞれ作成し

た。技術資料(案)の構成は、①利用目的の整理、②該

当新技術の分類・特徴・メリット、③導入可能な都市

公園の特徴、④導入条件・手順（導入・運用コストを

含む）、⑤利用・維持管理方法、⑥導入にあたっての

留意点・課題、⑦今後の技術発展の展望、⑧導入事例

の紹介、とした。 

 

［研究成果］  

1. 都市公園で実装可能な新技術の調査 

公園管理者及び新技術開発業者等へのヒアリング調

査結果をとりまとめた。調査結果の抜粋を表-2に示

す。 

 人流解析については、園内や駐車場等の公園施設の

混雑状況の把握や予測等に用いられている場合が多

く、公園利用者向けに情報を発信している場合と公園

管理者向けの情報の把握のみの場合があった。用いら

れている要素技術としては、AI＋カメラ、エッジ

AI、手動による Iotボタン、携帯電話の位置情報など

の技術が用いられていた。課題・留意点としては、①

人流データの取得方法によっては、個人情報保護やプ

ライバシーの観点からの配慮などが必要であり、既存

の法制度やガイドライン等を順守する必要があること

や、②導入コストや導入目的、精度も含めた導入効果 

※本調査では、小型モビリティを、「自動車よりコンパクトで小回りが利き、公園内の地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り程度
の車両等で、広い公園等の移動を快適にし、また、身体の不自由な利用者の移動を助けることができるもの」と定義している。 
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備であり、市街化区域の都市公園が主に再整備及びリ

ノベーションが進んでいる。 

(4)プロセス 

再整備及びリノベーションの進め方の例を表-4の

とおりとりまとめた。 

5)Park-PFIを用いた事例 

172事例の全体的な傾向として、以下の(1)～(7)のこ

とが明らかになった。 

(1)公募対象公園施設の種類 

 便益施設などの公園施設分類及びその内容の組み合

わせで分類したところ 36通りに分類された。その結果、

便益施設(飲食・物販)が 56事例と最も多かった。 

(2)公園種別 

 総合公園が 52 事例(30%)で最も多かったが、住区基

幹公園も街区公園 12 事例(7％)、近隣公園 25 事例

(15％)、地区公園 21 事例(12％)と合計で 34％と全体

の約 3割を占めていた。 

(3)事業導入箇所(既設、拡張、新設、不明、の区分) 

 既設整備公園への導入が 109 事例(63％)と最も多く、

新設整備公園への導入は、16事例(9％)と少なかった。 

(4)事業開始状況(供用済み、供用開始前、事業中止・応 

募なし、不明、の区分) 

供用済みのものが 102 事例と約 6 割で最も多く、次

に、供用開始前 56事例(約 3割)の順であった。 

(5)所在地自治体の区分(指定都市、中核市、施行時特 

例市、その他の市町村、特別区、の区分) 

 所在地自治体(事業主体が同一とは限らない)では、

自治体数では「その他の市」が 51事例(43％)と最も多

く、次に、中核市 28事例(24%)、指定都市 20事例(17%)

の順であった。指定都市では平均 2.4 箇所の事業が行

われていた。 

(6)所在地自治体の人口(5 万人未満、5 万人以上 10 万

人未満、10 万人以上 20 万人未満、20 万人以上 30

万人未満、30万人以上 50万人未満、50万人以上 100

万人未満、100万人以上、の区分) 

 所在地自治体(事業主体が同一とは限らない)の人口

では、「30万人以上 50万人未満」が 27事例(23％)と最

も多く、「5万人以上 10万人未満」が 22事例(19%)と次

に多かった。「100万人以上」は 13事例(11％)であっ

たが、平均 2.7箇所の事業が行われていた。 

(7)公園全体面積(2ha未満、2ha以上 4ha未満、4ha以

上 10ha未満、10ha以上 50ha未満、50ha以上、不

明、の区分) 

 「10ha 以上 50ha 未満」が 38％と最も多く、次に、

「4ha以上 10ha未満」34事例(20%)、「2ha未満」31事

例(18％)の順であった。 

2. 事例調査結果のとりまとめ 

[研究成果]1.の結果をもとに、都市公園の再整備等

に関する要点や留意点等の概要について整理する。 

1)複数の都市公園間での再編・機能分担 

 小規模で機能が限られる街区公園等の集約・再編を

図る場合にも、公園の利用実態やニーズ、潜在的利用

者である公園周辺の人口構成等を把握した上で、利用

の少ない公園については、活性化を図っていく必要が

ある。なお、再編・機能分担の場合も、自治体が基本

方針を策定公表した上で進めている場合が多い。ま

た、提供公園等の狭小公園が多数存在する都市もある

が、これらの対応は、別途、検討が必要である。 

2)都市公園の再整備計画調査 

 自治体が全体の都市公園を対象とした再整備計画で

は、記載項目に共通事項が見られ、これらは、再整備

計画策定の際の基本事項であると考えられる。また、

総合公園等個別の公園でも再整備の際は、基本計画等

を策定・公表し、合意形成を図りながら進めている。  

3)特徴的な維持管理方法 

身近な公園における維持管理は、自治会等からな

る公園愛護会等のサポートと指定管理による小規模

公園の一括管理が今後検討する必要があると考えら

れる。その他、自治体個別の比較的新しい手法につ

いては、効果等今後の動向を確認していく必要があ

る。 

4)再整備及びリノベーション調査 

再整備及びリノベーションの目的では、内的要因（老

朽化、魅力向上等、都市公園そのものに付随する要因）

と外的要因（地域課題の解決及び他事業連携が要因）

に分類された。また、事業手法は都市公園の特性に合

わせた手法を用いることが必要であり、大規模運動施

設では、負担付寄付などの特殊な事例が見られた。な

お、事業を進めるにあたっては、利用実態や利用ニー

ズの調査はもとより、住民説明会や関係者協議などの

合意形成を適切に実施していくことが重要である。 

5) Park-PFIを用いた事例 

 住区基幹公園については、基本的に自治体直営の工

事で実施していると考えられるが、立地等により集客

が見込める場合には、P-PFI等の民活導入も実施されて

いる。1.5)の調査結果の P-PFI の公園種別では、住区

基幹公園も街区公園 7％、近隣公園 15％、地区公園 12％

と合計で 34％と全体の約 3割を占めている。  

 

［成果の活用］ 

今後、海外の公園の事例調査や国内における民活導

入による財源確保等についての調査等を行い、再編・

機能分担・再整備及びリノベーション等を検討してい

る自治体の取り組みを支援し、都市公園の利活用向上・

機能発揮に貢献する技術資料としてとりまとめる。 

表-4 再整備及びリノベーションの進め方の例 
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In order to promote the efficient maintenance, management and operation of city parks, we are going to identify 
new technologies that are highly useful and at the stage of implementation in city parks, and develop methods for 
their implementation. In FY2024, we identified several new technologies that can be implemented in city parks, and 
conducted interview surveys with park managers and developers of the new technologies, and field surveys of parks 
where the new technologies have been introduced. In addition, based on these findings, we examined and organized 
each case of new technology, and created a draft technical report for the use of each new technology. 

 
［研究目的及び経緯］ 

人口減少・少子高齢化が進展する中で、労働力の不

足が見込まれ、国土交通省の各種公共事業等の分野に

おいても、生産性向上が不可欠となっている。これら

の課題解決に向けた新技術の導入に関し、公園緑地分

野においては実装可能な新技術は多いが、その実装化
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料(案)を作成した。 

 

［研究内容］ 
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度」、「施設・公園規模」の３軸で偏りが少なくなるよ
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評価した。 
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調査 
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維持管理、従来方法との比較、課題・留意点)につい

てのヒアリング調査を行なった(表-1)。また、上記の

箇所で用いられている新技術の製品（各対象新技術と

も 5または 6製品）の開発業者等を中心に、新技術の

概要や課題・開発動向等についてのヒアリング調査を

行った。ヒアリング調査方法は、対象新技術毎に調査

票を作成して実施した。 

2. 新技術活用ための技術資料(案)の作成 

過年度調査結果及び 1.の調査結果等をもとに対象

新技術毎に、公園管理者が活用可能な都市公園におけ

る新技術活用のための技術資料(案)をそれぞれ作成し

た。技術資料(案)の構成は、①利用目的の整理、②該
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の紹介、とした。 

 

［研究成果］  

1. 都市公園で実装可能な新技術の調査 

公園管理者及び新技術開発業者等へのヒアリング調

査結果をとりまとめた。調査結果の抜粋を表-2に示

す。 

 人流解析については、園内や駐車場等の公園施設の

混雑状況の把握や予測等に用いられている場合が多

く、公園利用者向けに情報を発信している場合と公園

管理者向けの情報の把握のみの場合があった。用いら

れている要素技術としては、AI＋カメラ、エッジ

AI、手動による Iotボタン、携帯電話の位置情報など

の技術が用いられていた。課題・留意点としては、①

人流データの取得方法によっては、個人情報保護やプ

ライバシーの観点からの配慮などが必要であり、既存

の法制度やガイドライン等を順守する必要があること

や、②導入コストや導入目的、精度も含めた導入効果 

※本調査では、小型モビリティを、「自動車よりコンパクトで小回りが利き、公園内の地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り程度
の車両等で、広い公園等の移動を快適にし、また、身体の不自由な利用者の移動を助けることができるもの」と定義している。 
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表-2 調査結果のとりまとめ（抜粋） 

表-1 公園管理者等へのヒアリング調査 

 

 
 

等について、事前に検討しておく必要があるなどがあ

げられた。図-1に上野動物園が一般公

開している混雑マップの事例を示す。 

 園内モビリティについては、導入目

的としては、自動運転車両の導入、低

速で安全性の高い少人数で利用可能な

小型モビリティの導入（園内移動、ア

トラクション的な利用等）、公園から

周辺施設にも移動可能なモビリティの

シェアリングなどがあげられたが、自

動運転車両の導入については、地方公

共団体内の他の区域への展開も含めた

公園での実証実験である場合が多いと

予想され、まだ、実証実験段階のもの

が多いと考えられる。用いている要素

技術は、小型モビリティの導入では、

電動車いす、移動用小型車、搭乗型移

動支援ロボット（今回の調査ではアト

ラクション的な利用）などがみられ

た。なお、シェアサイクル事業はすでに多くの都市で

導入されており、地方公共団体主導で導入する場合

は、既存の公園利用者又は将来的な公園利用者の利便

の確保等に資するものとして、サイクルポートを公共

施設である都市公園に設置している場合も多いと考え

られる。 

リモートによる情報の提供及び発信については、導

入目的として、アプリによる公園の情報提供、

図-4 事例のとりまとめ（利用者人流解析） 

図-3 利用者人流解析活用のための技術資料
(案)目次（概要） 注）本文説明部分を黄色で着色                 

図-1 上野動物園混雑マップ 1) 

図-2 精華町 VRツアー（けいはんな記念公園）2) 
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YouTubeを活用した公園情報の発信、VR・ARによる園

内情報の提供などがあげられた。用いている要素技術

は、専用アプリの利用による公園情報の提供、ネット

ワークカメラ＋YouTube、VR・AR技術、ドローンによ

る撮影などであった。導入の経緯としては、コロナ禍

中に、外出せずに公園内の様子を伝えるツールとして

導入という事例が多かった。図-2に精華町が町の観

光施設や公園等の 360度バーチャルツアーを作成し、

町の HPで公開しているけいはんな記念公園の事例を

示す。 

2. 新技術活用のための技術資料(案)の作成 

 技術資料(案)の作成については、ここでは、3つの

対象新技術のうち「利用者人流解析」の例を対象に説

明する。 

目次（概要）は、図-3に示すとおり各対象新技術

とも基礎編・利活用編で構成し、基礎編では該当新技

術についての基礎知識を解説し、利活用編は導入にあ

たっての必要事項を示す項目立てとした。 

利活用編は、各対象新技術とも図-3に示す項目立

てとし、「3.都市公園における利用目的の整理」で

は、各対象新技術とも導入フロー図(案)(図-5参照)

を作成し掲載した。「10.導入事例の紹介」では、［研

究内容］1．で示したとおり各事例について１頁で紹

介した。 

 

［成果の活用］ 

 公園管理者が活用可能な都市公園における新技術活

用のための技術資料をとりまとめ、公表していく。 

 

（参考文献） 
1） 公益財団法人東京動物園協会.“上野動物園混雑マ

ップ”https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/ 
crowdedness_map/index.html(参照：2025年9月24
日). 

2） 精華町.“精華町VRツアー”  
https://www.town.seika.kyoto.jp/section/seika_
vr/ (参照：2025年10月17日). 
 

図-5 新技術（利用者人流解析）の導入フロー図（案） 

 
 

造園分野のBIM/CIM導入に資するモデルとデータ等に関する調査研究 
Research on 3d models and data required to the introduction of BIM/CIM in the landscape 

architecture field 
（研究期間 令和 6年度～令和 8年度） 

社会資本マネジメント研究センター 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Head IIZUKA Yasuo 
Infrastructure Management 研 究 官 金 甫炫 
緑化生態研究室                                Researcher KIM Bohyun 
Landscape and Ecology Division 

  
The purpose of this study is to collect 3D models and data necessary for introducing BIM/CIM into the landscape 

architecture field、 organize them in a format that can be used for BIM/CIM planning、 and to trial the introduction 
of BIM/CIM into park planning. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では平成 28年を「生産性革命元年」と位

置づけ、生産性の向上に取り組んでおり、測量・調査か

ら設計、施工、維持管理までの各段階における ICT 等

の活用や規格の標準化等を進めている。特に、ICT活用

の一環として、BIM/CIM を進めており、2023 年には、

小規模工事を除く全ての直轄土木工事・業務に BIM/CIM

を原則適用とした。BIM/CIMの推進においては、情報や

規格の整理や標準化等が必要であり、国土交通省では、

BIM/CIM活用ガイドライン（案）等の資料を作成してお

り、国総研では、DX データセンターの構築をはじめ、

測量手法やモデル作成手法等に関する研究を進めてい

る。 

本研究は、造園分野への BIM/CIM 導入に必要な３次

元モデルやデータ等を収集し、BIM/CIMの計画に使用可

能な形で整理すると共に、公園計画への BIM/CIM 導入

を試行することを目的としている。令和６年度は、公

園緑地の計画等への BIM/CIM 導入に必要な基礎的情報

として BIM/CIM モデル作成に必要な要素リストの作成、

階層構造図案の作成を行った。 

 

［研究内容］ 

 ３公園緑地の計画等への BIM/CIM導入に必要な基礎

的情報を整理するため、以下の内容を実施した。 

 

1. BIM/CIM要素リストの作成 

都市公園法第２条第２項、都市公園法施行令第５条、

公園緑地工事工種体系ツリー図等で示す工種等を参考

に、概算工事費を算出するための数量に係る工事分類

と種別から要素を抽出し、BIM/CIM要素リスト作成を試

行した。 
 

2. 階層構造図案の作成 

BIM/CIM 導入の際必要な各要素の階層や必要な情報

の詳細度等を整理するための階層構造は、要素リスト

（案）と、必要な属性情報を考慮しながら検討を行っ

た。特に、植栽の場合、階層 3、4に付与すべき属性情

報が定められていないため、情報の活用面を考慮して

実験的に情報を付与した。 

 

［研究成果］ 

1. BIM/CIM要素リストの作成 

BIM/CIM導入に必要な要素リストは、「公園緑地工事

積算体系」との整合性を考慮し、公園緑地工事工種体

系ツリーから、公園緑地の地上部の完成形状をイメー

ジしやすい要素を抽出し、表－1に示すような要素リス

ト（案）とした。しかし、積算体系のみで、公園設計に

必要なすべての要素の整理はできないため、今後要素

を追加していく必要がある。 

 

表-1 要素リスト（案） 

区分 工種 種別 細別 規格 

要素 1 要素 2 規格・構成 

基 盤
整備 

公園
土 

小規模
造成 

小規模掘
削 
小規模敷
均・締固 

施工面積 
施工面積 

植栽
基盤 

造形 築山 表面の仕上げ・施工数量  

擁壁 
 

土留め 土留め 土留めの種類、土留めの
規格、土留めの高さ 

石積 崩れ積 
玉石積 
小端積 
こぶだし 
 
・・・ 

石材の種類、石材の規
格、面積の高さ 

 

植栽 植栽 高木植
栽 

高木植栽
(針葉樹、
常緑樹、落
葉樹)  

樹木の種類、樹高(H) 、
幹周(C )、枝張(W) 、幹
巻作業、支柱の種類  

中低木
植栽 

中低木植
栽  

樹木の種類、樹高(H) 、
幹周(C )、枝張(W) 、支
柱の種類 

移植 
 

高木移
植 

高木移植 樹木の規格、支柱の種
類、幹巻作業 

根囲い
保護 

根囲い保
護 

根囲い保護の種類、根囲
い保護の規格 

樹木
整姿 

高中木
整姿 

基本剪定 
 
・・・ 

樹木の形状、樹木の規格 
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測量手法やモデル作成手法等に関する研究を進めてい

る。 

本研究は、造園分野への BIM/CIM 導入に必要な３次

元モデルやデータ等を収集し、BIM/CIMの計画に使用可

能な形で整理すると共に、公園計画への BIM/CIM 導入

を試行することを目的としている。令和６年度は、公

園緑地の計画等への BIM/CIM 導入に必要な基礎的情報

として BIM/CIM モデル作成に必要な要素リストの作成、

階層構造図案の作成を行った。 

 

［研究内容］ 

 ３公園緑地の計画等への BIM/CIM導入に必要な基礎

的情報を整理するため、以下の内容を実施した。 

 

1. BIM/CIM要素リストの作成 

都市公園法第２条第２項、都市公園法施行令第５条、

公園緑地工事工種体系ツリー図等で示す工種等を参考

に、概算工事費を算出するための数量に係る工事分類

と種別から要素を抽出し、BIM/CIM要素リスト作成を試

行した。 
 

2. 階層構造図案の作成 

BIM/CIM 導入の際必要な各要素の階層や必要な情報

の詳細度等を整理するための階層構造は、要素リスト

（案）と、必要な属性情報を考慮しながら検討を行っ

た。特に、植栽の場合、階層 3、4に付与すべき属性情

報が定められていないため、情報の活用面を考慮して

実験的に情報を付与した。 

 

［研究成果］ 

1. BIM/CIM要素リストの作成 

BIM/CIM導入に必要な要素リストは、「公園緑地工事

積算体系」との整合性を考慮し、公園緑地工事工種体

系ツリーから、公園緑地の地上部の完成形状をイメー

ジしやすい要素を抽出し、表－1に示すような要素リス

ト（案）とした。しかし、積算体系のみで、公園設計に

必要なすべての要素の整理はできないため、今後要素

を追加していく必要がある。 

 

表-1 要素リスト（案） 

区分 工種 種別 細別 規格 

要素 1 要素 2 規格・構成 

基 盤
整備 

公園
土 

小規模
造成 

小規模掘
削 
小規模敷
均・締固 

施工面積 
施工面積 

植栽
基盤 

造形 築山 表面の仕上げ・施工数量  

擁壁 
 

土留め 土留め 土留めの種類、土留めの
規格、土留めの高さ 

石積 崩れ積 
玉石積 
小端積 
こぶだし 
 
・・・ 

石材の種類、石材の規
格、面積の高さ 

 

植栽 植栽 高木植
栽 

高木植栽
(針葉樹、
常緑樹、落
葉樹)  

樹木の種類、樹高(H) 、
幹周(C )、枝張(W) 、幹
巻作業、支柱の種類  

中低木
植栽 

中低木植
栽  

樹木の種類、樹高(H) 、
幹周(C )、枝張(W) 、支
柱の種類 

移植 
 

高木移
植 

高木移植 樹木の規格、支柱の種
類、幹巻作業 

根囲い
保護 

根囲い保
護 

根囲い保護の種類、根囲
い保護の規格 

樹木
整姿 

高中木
整姿 

基本剪定 
 
・・・ 

樹木の形状、樹木の規格 
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階層１ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 公園施設（積算体系：区分）

判別情報１ 東遊戯広場

種類・形式 －

階層２ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 建築施設（積算体系：工種）

判別情報 －

種類・形式 鉄骨造（鋼製）

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 四阿（積算体系：種別）

判別情報 四阿01
種類・形式 －

規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 四阿本体（積算体系：細別）
判別情報 休憩01
種類・形式 方形・ガルバリウム鋼板
規格・仕様 W4500 D4500 H3300・ウレタン樹脂塗装

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 四阿基礎
判別情報 －
種類・形式 コンクリート基礎
規格・仕様 W900×D900×H700

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 均しコンクリート
判別情報 －
規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 基礎砕石
判別情報 －
種類・形式 －
規格・仕様 RC40 100㎜

階層２ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 植栽（積算体系：工種）
判別情報 高木01
種類・形式 －

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 高木植栽（積算体系：種別）
判別情報 常緑01
種類・形式 －
規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 支柱設置

判別情報 －

種類・形式 二脚鳥居支柱

規格・仕様
杉梢丸太L4000×末口30、杉丸太
L1800×末口60、L600×末口60

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 常緑高木（積算体系：細別）
判別情報 春開花01
種類・形式 クスノキ
規格・仕様 H=3.5、C=0.21、W=1.0

階層１ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 基盤整備（積算体系：区分）
判別情報１ 北斜面
種類・形式 －

階層２ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 法面工（積算体系：工種）
判別情報 地被類植物01
種類・形式 －

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 植栽工（積算体系：種別）
判別情報 張芝01
種類・形式 －
規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 公園張芝
判別情報 －
種類・形式 ノシバ

規格・仕様 肥料有り

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 目土・床土、芝串

判別情報 －

種類・形式 川砂、黒土、竹

規格・仕様 目土厚さ 2.7 ㎝、砂8：黒2（厚さ10㎝）

階層１ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 植栽（積算体系：区分）
判別情報１ 芝生広場
種類・形式 －

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 樹木養生工
判別情報 高木支柱
種類・形式 －
規格・仕様 －

2. 階層構造図案の作成 

要素リスト（案）を踏まえ、階層ごとに付与する属

性情報の検討を行った（表－2）。 

また、簡易な 3次元モデルを作成し、各要素の階層

構造の整理（図－1）とモデルの活用方法について検討

を行った。階層構造は、各階層の属性情報を含めて整

理が可能であったが、簡易モデルであったため、すべ

ての情報を紐づけることはできなかった。3 次元モデ

ルは、施設規模やアクセス、動線、空間構成等の検討

において情報やイメージの共有に優れていることが

一般に知られているが、本試行では、遊具の安全領域

検討への活用可能性も確認できた。 

 

［成果の活用］ 

本研究は、BIM/CIM導入に必要な要素リス

トと階層構造図について検討を行った。 

今後は、公園緑地の計画や維持管理等

に BIM/CIMを導入するメリットを明確に

した上で、そのために必要なモデルや属

性情報の詳細度等について検討を行い、

実際の公園へ導入するために必要なモ

デルと属性情報を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図－1 簡易な 3次元モデルと属性情報のイメージ 

 

 

表－2 階層構造と属性情報の検討（植栽の例） 

   属性情報 

階層 

場所 判別 種類 形式 規格 仕様 

区

分 

階層 1 

植栽 

〇 

公園 

〇 

地区 
― ― ― ― 

工

種 

階層 2 

植栽工 

〇 

ゾーン 

〇 

通り 
― ― ― ― 

種

別 

階層 3 

高木植栽工 

〇 

広場 

〇 

舗装 
目隠し 列植 ― ― 

細

別 

階層 4 

高木植栽 

植栽

桝 

設計

座標 

イチョ

ウ 
卵型 

H2.5・

C0.15・

W1.2 

葉色・花色・開

花時期 

 詳細度 100  ← 200    300    400  →  500 

 

 
 

河川における都市公園等との一体的整備・連携方策に関する研究 
Research on integrated development and collaboration methods with urban parks on rivers 

（研究期間 令和 4年度～令和 6年度） 

社会資本マネジメント研究センター 室 長 飯塚 康雄 
Research Center for Head IIZUKA Yasuo 
Infrastructure Management 研 究 官 金 甫炫 
緑化生態研究室                                Researcher KIM Bohyun 
Landscape and Ecology Division 

  
The purpose of this study is to consider how parks and green spaces can be developed to utilize river spaces 

more effectively and in a more multifaceted way in the future. We compiled information of urban parks on rivers and 
interviewed managers, conducted field surveys, and created a draft collection of cases. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、河川事業において、氾濫域も含め

て一つの流域として捉え、流域全体で行う治水対策で

ある「流域治水」に取り組むとともに、その取組にあた

り、「かわまちづくり」等、安全かつ快適に水辺に親し

める河川空間に配慮して整備を進めている。また、国

土形成計画において、グリーンインフラは、自然環境

が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国

土づくりや地域づくりを進めるものとされている。 

国土交通省グリーンインフラ推進戦略では、多様な

主体が連携してエリア全体の資源や空間をグリーンイ

ンフラとして活かすことにより、より効果的、多面的

に機能を発揮するとされている。そして、主要な要素

として河川空間においても公園緑地との有機的な活用

により様々な社会ニーズへの対応が期待されている。  

本研究は、今後に向けて、より効果的、多面的に機能

を発揮するための河川空間を活かした公園緑地整備・

維持管理のあり方を検討することを目的に実施した。 

具体的には、河川空間を活かした優良事例を対象に

情報収集、河川・公園管理者へのヒアリングや現地調

査等を行い、事例集案を作成するとともに、各事例の

特徴から今後のあり方について検討を行った。 
 

［研究内容］ 

 1.事例集案の作成 

本研究の調査対象である「河川空間を活かして整備

された公園緑地」の優良事例（52事例）の管理者（河

川・公園）に公園の整備計画や関連図面、維持管理・運

営に関する情報を収集し事例集案を作成した。事例集

案は、河川空間とグリーンインフラとしての多様な機

能の関係を明確にするため、平面図や横断面図等を使

用して情報を整理することとし、公園整備に関連する

計画、計画意図、維持管理と運営状況、今後の課題等に

ついて整理した。 
 

2.整備・維持管理の特徴とあり方について検討 

本研究で情報を収集・整理した優良事例（52事

例）について、公園整備が行われた主な河川空間毎に

分類し、それぞれの空間が発揮しているグリーンイン

フラの機能を整理した上で、その機能を発揮するため

の整備・管理上の特徴とあり方について検討した。 

［研究成果］ 

1.事例集案の作成 

河川空間を活かした公園緑地を対象に上位計画や関

連する計画、整備計画、平面図、横断面図、維持管理

報告書や管理主体の情報、イベント等の運営内容等の

情報を収集・整理した。また、各事例（表-1、図-1）

の管理者（河川及び公園管理者）においては、上記で

整理した資料の精査及び公表可能な内容を確認すると

共に関連資料提供の依頼を行った。 

河川空間を活かした公園緑地の事例集案は、次項の

構成で調査した結果を整理した。また、各事例が有す

る河川空間の特徴と利用状況等を分かりやすく整理す

るため図や写真を多く用いる工夫をした（図-2）。 

 

表-1 調査対象 
No 事例 No 事例 
1 亀田記念公園 27 大堀川水辺公園 
2 健康の森公園 28 大柏川第一調節池緑地 
3 清流平和公園 29 国分川調節池緑地 
4 鴨川公園 30 武蔵野公園 
5 淀川河川公園（枚方地区） 31 ふれ愛パーク 
6 遠賀川魚道公園 32 清瀬金山緑地公園 
7 河原川公園 33 手取川水辺プラザ 
8 足立区都市農業公園 34 土器川生物公園 
9 大島小松川公園 35 重信川かすみの森公園 
10 汐入公園 36 十勝エコロジーパーク 
11 信濃川やすらぎ堤緑地 37 泉の森公園 
12 城北公園 38 万力公園 
13 二子玉川公園 39 森林公園金川の森 
14 砂川オアシスパーク 40 展勝地公園 
15 モエレ沼公園 41 隅田公園 
16 青森市スポーツ公園 42 信玄堤公園 
17 新横浜公園 43 国営木曽三川公園 
18 引地川親水公園 44 湖岸緑地 
19 境川遊水地公園 45 中之島公園 
20 あさはた緑地 46 加陽水辺公園 
21 深北緑地 47 縄文の森 
22 重箱緑地公園 48 白川ダム湖岸公園 
23 庄内緑地 49 天ケ瀬森林公園 
24 リバーランドおきだて 50 一庫公園 
25 坪井川緑地 51 るるパーク 
26 彩湖・道満グリーンパーク 52 昆陽池公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 調査対象と位置 
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階層１ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 公園施設（積算体系：区分）

判別情報１ 東遊戯広場

種類・形式 －

階層２ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 建築施設（積算体系：工種）

判別情報 －

種類・形式 鉄骨造（鋼製）

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 四阿（積算体系：種別）

判別情報 四阿01
種類・形式 －

規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 四阿本体（積算体系：細別）
判別情報 休憩01
種類・形式 方形・ガルバリウム鋼板
規格・仕様 W4500 D4500 H3300・ウレタン樹脂塗装

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 四阿基礎
判別情報 －
種類・形式 コンクリート基礎
規格・仕様 W900×D900×H700

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 均しコンクリート
判別情報 －
規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 基礎砕石
判別情報 －
種類・形式 －
規格・仕様 RC40 100㎜

階層２ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 植栽（積算体系：工種）
判別情報 高木01
種類・形式 －

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 高木植栽（積算体系：種別）
判別情報 常緑01
種類・形式 －
規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 支柱設置

判別情報 －

種類・形式 二脚鳥居支柱

規格・仕様
杉梢丸太L4000×末口30、杉丸太
L1800×末口60、L600×末口60

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 常緑高木（積算体系：細別）
判別情報 春開花01
種類・形式 クスノキ
規格・仕様 H=3.5、C=0.21、W=1.0

階層１ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 基盤整備（積算体系：区分）
判別情報１ 北斜面
種類・形式 －

階層２ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 法面工（積算体系：工種）
判別情報 地被類植物01
種類・形式 －

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 植栽工（積算体系：種別）
判別情報 張芝01
種類・形式 －
規格・仕様 －

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 公園張芝
判別情報 －
種類・形式 ノシバ

規格・仕様 肥料有り

階層４ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊

オブジェクト分類名 目土・床土、芝串

判別情報 －

種類・形式 川砂、黒土、竹

規格・仕様 目土厚さ 2.7 ㎝、砂8：黒2（厚さ10㎝）

階層１ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 植栽（積算体系：区分）
判別情報１ 芝生広場
種類・形式 －

階層３ ID ＊＊＊＊＊＊＊＊
オブジェクト分類名 樹木養生工
判別情報 高木支柱
種類・形式 －
規格・仕様 －

2. 階層構造図案の作成 

要素リスト（案）を踏まえ、階層ごとに付与する属

性情報の検討を行った（表－2）。 

また、簡易な 3次元モデルを作成し、各要素の階層

構造の整理（図－1）とモデルの活用方法について検討

を行った。階層構造は、各階層の属性情報を含めて整

理が可能であったが、簡易モデルであったため、すべ

ての情報を紐づけることはできなかった。3 次元モデ

ルは、施設規模やアクセス、動線、空間構成等の検討

において情報やイメージの共有に優れていることが

一般に知られているが、本試行では、遊具の安全領域

検討への活用可能性も確認できた。 

 

［成果の活用］ 

本研究は、BIM/CIM導入に必要な要素リス

トと階層構造図について検討を行った。 

今後は、公園緑地の計画や維持管理等

に BIM/CIMを導入するメリットを明確に

した上で、そのために必要なモデルや属

性情報の詳細度等について検討を行い、

実際の公園へ導入するために必要なモ

デルと属性情報を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図－1 簡易な 3次元モデルと属性情報のイメージ 

 

 

表－2 階層構造と属性情報の検討（植栽の例） 

   属性情報 

階層 

場所 判別 種類 形式 規格 仕様 

区

分 

階層 1 

植栽 

〇 

公園 

〇 

地区 
― ― ― ― 

工

種 

階層 2 

植栽工 

〇 

ゾーン 

〇 

通り 
― ― ― ― 

種

別 

階層 3 

高木植栽工 

〇 

広場 

〇 

舗装 
目隠し 列植 ― ― 

細

別 

階層 4 

高木植栽 

植栽

桝 

設計

座標 

イチョ

ウ 
卵型 

H2.5・

C0.15・

W1.2 

葉色・花色・開

花時期 

 詳細度 100  ← 200    300    400  →  500 

 

 
 

河川における都市公園等との一体的整備・連携方策に関する研究 
Research on integrated development and collaboration methods with urban parks on rivers 
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The purpose of this study is to consider how parks and green spaces can be developed to utilize river spaces 

more effectively and in a more multifaceted way in the future. We compiled information of urban parks on rivers and 
interviewed managers, conducted field surveys, and created a draft collection of cases. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、河川事業において、氾濫域も含め

て一つの流域として捉え、流域全体で行う治水対策で

ある「流域治水」に取り組むとともに、その取組にあた

り、「かわまちづくり」等、安全かつ快適に水辺に親し

める河川空間に配慮して整備を進めている。また、国

土形成計画において、グリーンインフラは、自然環境

が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国

土づくりや地域づくりを進めるものとされている。 

国土交通省グリーンインフラ推進戦略では、多様な

主体が連携してエリア全体の資源や空間をグリーンイ

ンフラとして活かすことにより、より効果的、多面的

に機能を発揮するとされている。そして、主要な要素

として河川空間においても公園緑地との有機的な活用

により様々な社会ニーズへの対応が期待されている。  

本研究は、今後に向けて、より効果的、多面的に機能

を発揮するための河川空間を活かした公園緑地整備・

維持管理のあり方を検討することを目的に実施した。 

具体的には、河川空間を活かした優良事例を対象に

情報収集、河川・公園管理者へのヒアリングや現地調

査等を行い、事例集案を作成するとともに、各事例の

特徴から今後のあり方について検討を行った。 
 

［研究内容］ 

 1.事例集案の作成 

本研究の調査対象である「河川空間を活かして整備

された公園緑地」の優良事例（52事例）の管理者（河

川・公園）に公園の整備計画や関連図面、維持管理・運

営に関する情報を収集し事例集案を作成した。事例集

案は、河川空間とグリーンインフラとしての多様な機

能の関係を明確にするため、平面図や横断面図等を使

用して情報を整理することとし、公園整備に関連する

計画、計画意図、維持管理と運営状況、今後の課題等に

ついて整理した。 
 

2.整備・維持管理の特徴とあり方について検討 

本研究で情報を収集・整理した優良事例（52事

例）について、公園整備が行われた主な河川空間毎に

分類し、それぞれの空間が発揮しているグリーンイン

フラの機能を整理した上で、その機能を発揮するため

の整備・管理上の特徴とあり方について検討した。 

［研究成果］ 

1.事例集案の作成 

河川空間を活かした公園緑地を対象に上位計画や関

連する計画、整備計画、平面図、横断面図、維持管理

報告書や管理主体の情報、イベント等の運営内容等の

情報を収集・整理した。また、各事例（表-1、図-1）

の管理者（河川及び公園管理者）においては、上記で

整理した資料の精査及び公表可能な内容を確認すると

共に関連資料提供の依頼を行った。 

河川空間を活かした公園緑地の事例集案は、次項の

構成で調査した結果を整理した。また、各事例が有す

る河川空間の特徴と利用状況等を分かりやすく整理す

るため図や写真を多く用いる工夫をした（図-2）。 

 

表-1 調査対象 
No 事例 No 事例 
1 亀田記念公園 27 大堀川水辺公園 
2 健康の森公園 28 大柏川第一調節池緑地 
3 清流平和公園 29 国分川調節池緑地 
4 鴨川公園 30 武蔵野公園 
5 淀川河川公園（枚方地区） 31 ふれ愛パーク 
6 遠賀川魚道公園 32 清瀬金山緑地公園 
7 河原川公園 33 手取川水辺プラザ 
8 足立区都市農業公園 34 土器川生物公園 
9 大島小松川公園 35 重信川かすみの森公園 
10 汐入公園 36 十勝エコロジーパーク 
11 信濃川やすらぎ堤緑地 37 泉の森公園 
12 城北公園 38 万力公園 
13 二子玉川公園 39 森林公園金川の森 
14 砂川オアシスパーク 40 展勝地公園 
15 モエレ沼公園 41 隅田公園 
16 青森市スポーツ公園 42 信玄堤公園 
17 新横浜公園 43 国営木曽三川公園 
18 引地川親水公園 44 湖岸緑地 
19 境川遊水地公園 45 中之島公園 
20 あさはた緑地 46 加陽水辺公園 
21 深北緑地 47 縄文の森 
22 重箱緑地公園 48 白川ダム湖岸公園 
23 庄内緑地 49 天ケ瀬森林公園 
24 リバーランドおきだて 50 一庫公園 
25 坪井川緑地 51 るるパーク 
26 彩湖・道満グリーンパーク 52 昆陽池公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 調査対象と位置 

※※カカテテゴゴリリ  
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※事例集案の構成 

①基本情報：事例名や開園年、面積、管理者、法的区

域、水系、立地条件等の基本情報を整理 

②グリーンインフラ機能の発揮に向けた取組：平面図

等を活用し事例が有する主なグリーンインフラの機

能を整理 

③公園緑地・河川の整備、関連計画：都市計画等の上

位関連計画や公園・河川の整備計画、公園の成り立

ちと変遷を整理 

④河川空間を活かすための公園緑地の整備・改修：平

面図、横断面図や写真等を活用して河川と公園区域

の空間的特徴を整理 

⑤維持管理：管理実施者、指定管理者制度の有無、維

持管理内容、増水時の対応、河川空間を活かすため

の工夫や取組などについて整理 

⑥運営管理：運営、利活用、主な開催プログラム、ボ

ランティア活動、周辺との連携等について整理 

⑦管理者が考える今後の課題：公園を維持管理、運営

していく上で公園管理者や河川管理者が考える今後

の課題について整理 

 

２. 整備・維持管理の特徴とあり方について検討 

河川空間を活かした公園緑地の整備・維持管理のあ

り方について検討した結果の一部を下記に示す。 

①河道：広い高水敷を活かしたレクリエーションやス

ポーツ機能、川に近い利点を活用した生物の生息地

提供機能を考慮した整備が特徴的となり、河川水位

の上昇への影響を受けやすいため、大雨や台風への

安全対策、堆積物の除去や現状復旧作業を考慮した

整備及び維持管理が必要である。 

②堤防：高規格堤防の場合、裏法部の有効活用により

遊具やベンチ等、公園施設を整備しやすく、地域と

連携した維持管理が比較的容易である。 

③遊水地・調節池：流水を貯留できる容量を確保する

必要があるため施設の設置が限定されることが多い

が、洪水流入順番や容量に応じて施設を整備するこ

ともできる。調節池は、遊水地の池底より掘り下げ

るため、池が整備されることが多く、池を中心とし

たレクリエーション機能の提供、生息地の提供等が

容易である。洪水流入前後の管理体制や樹木の生育

を考慮して地下水位や排水を確認する必要がある。 

④霞堤・河畔林：霞堤内の広い空間を活用したレクリ

エーション機能の提供や出水（流水が河床の下へ浸

透した地下水）、河川の水を活用した親水空間の整

備、森林等が特徴的となる。歴史のある水害防備施

設であることが多く地域住民や学校との連携による

維持管理が有効である。 

 

［成果の活用］ 

本研究は、河川空間を活かした優良事例の事例集作

成と整備・管理のあり方について検討を行った。 

今後、事例集案で整理した河川空間を活かして整備

された公園緑地の空間的特徴とグリーンインフラとし

ての多様な機能の関係、各空間における維持管理上の

特徴や課題等の情報を精査した上で、事例集を技術資

料としてとりまとめる予定である。 

 

 
図-2 事例集案の例 
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